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（１）第１号議案令和６年度大分県一般会計予算、第５号議案令和６年度大分県中小企業設備   
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予算特別委員会次第 

 

日 時：令和６年３月１４日（木）１０：００～ 

場 所：本会議場               

 

１ 開  会 

 

 

２ 歳出予算審査 

（１）生活環境部関係 

①予算説明    

②質疑・応答 

（２）商工観光労働部関係 

   ①予算説明 

   ②質疑・応答 

 

 

３ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

森委員長 ただいまから、本日の委員会を開き

ます。 
 この際、付託された予算議案を一括議題とし、

これより生活環境部関係予算の審査に入ります。 
 執行部に申し上げます。説明は主要な事業及

び新規事業に限り、簡潔かつ明瞭にお願いしま

す。 
 それでは、生活環境部関係予算について説明

を求めます。 
高橋生活環境部長 それでは、第１号議案令和

６年度大分県一般会計予算のうち、生活環境部

に関する予算について御説明します。 
タブレットを御覧の際は、画面右下に青い通

知が出たら、タッチすることで該当ページに移

動することができるので、よろしくお願いしま

す。 
 では、お手元の令和６年度生活環境部予算概

要の７ページをお願いします。 
 令和６年度生活環境部当初予算（一般会計）

の概要です。予算のポイントについて分野別に

取組を説明します。 
まず、安心分野についてです。 
防災減災、危機管理においては、先端技術を

活用することによる防災体制の強化や避難訓練

の充実、安全安心な避難所づくりへの支援等に

取り組みます。また人権尊重、多様な主体との

協働においては、性的少数者の相談体制の充実

や居場所づくりの支援に加え、ＮＰＯと企業や

大学等との連携を促進するほか、県民生活にお

いては動物愛護活動への支援や理解促進に取り

組みます。環境分野では、大規模イベント等を

活用したプラごみ削減行動の促進のほか、豊か

な自然を保護する取組だけでなく、その活用に

向けた情報発信や受入体制の整備に取り組みま

す。 
 続いて、元気分野についてです。 
人材確保・育成、活躍推進に向けて、女性の

採用・登用拡大に取り組む企業を伴走支援する

ほか、産学官連携による取組の支援も行います。 

 最後に、未来創造分野についてです 
カーボンニュートラル・ＧＸの取組として、

地域への再生可能エネルギーの導入を推進する

ほか、脱炭素をビジネスチャンスにつなげる取

組を支援します。また教育分野においては、私

立学校における魅力ある学校づくりや保護者負

担の軽減に取り組むほか、学校経営の健全性確

保に向け、運営費の助成等を行います。 
 続いて８ページ、令和６年度生活環境部予算

です。 
今回お願いしている生活環境部の当初予算額

は、表の左から２列目予算額（Ａ）の欄の中ほ

ど、生活環境部の計にあるとおり１３９億３，

３０１万３千円です。これを同じ行の右から３

列目、５年度７月現計予算額（Ｂ）の１２９億

３，５０３万１千円と比較すると、額にして９

億９，７９８万２千円、率にして７．７％の増

となります。 
続いて、当部の個別事業の概要について御説

明します。 
２３ページをお願いします。 
事業名欄一番下、衛生環境研究センター機能

強化事業費で予算額は３，２４６万５千円です。 
この事業は、今後発生が懸念される新興感染症

等に対応するため、衛生環境研究センターの検

査体制を強化するものです。感染症の流行初期

から行政機関として必要な役割を果たすことが

できるよう、微生物検査室の増設による検査能

力の向上等を図ります。 
次に、２９ページをお願いします。 
事業名欄の上から１番目、祖母・傾・大崩ユ

ネスコエコパーク推進事業費で予算額は１，０

２０万２千円です。この事業は、祖母・傾・大

崩ユネスコエコパーク地域の環境保全及び自然

と共生した地域振興を図るため、宮崎県や関係

市町と連携し、魅力発信等を行うものです。令

和６年度は新たに、エコパークの自然を活用し

た調査研究を推進するため、自然に触れる機会

の創出等を支援する受入環境整備費補助の対象
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に研究機関を加え、サスティナブルツーリズム

等の研究を進めるとともに、調査結果の還元に

より地域との交流を促進するなど、持続的な活

動につなげます。 
次に、３２ページをお願いします。 
事業名欄上から二つ目、地域再生可能エネル

ギー導入推進事業費で予算額は２億６，４８８

万４千円です。この事業は、公共用施設への太

陽光発電設備設置や省エネ改修のほか、太陽光

発電設備、高効率給湯設備等を導入する一般家

庭や事業者への助成により、県内における再生

可能エネルギーの導入促進を図るものです。 

次に、３３ページをお願いします。 
プラスチックごみ削減推進事業費で予算額は

２，０８３万４千円です。この事業は、プラス

チックごみ対策を総合的に推進するため、県民、

事業者、行政の３者で取組を展開するものです。

県民向け対策としては、ごみ拾いにスポーツの

要素を加えたスポＧＯＭＩ大会を新たに県内６

か所で開催します。また、事業者向け対策とし

て、漁業系プラスチックごみ対策等を実施する

ほか、行政が実施する対策として、大規模イベ

ントにおけるプラスチック代替容器の試験導入、

検証を行います。 
次に、３４ページをお願いします。 
事業名欄の上から２番目、生物多様性保全推

進事業費で予算額は２，９６６万２千円です。

この事業は、豊かな自然と生態系を次世代に引

き継ぐとともに、生物多様性の損失を止め、回

復させていく大分県版ネイチャーポジティブ実

現のため、自然環境の保全対策等を行うもので

す。来年度は、おおいたの重要な自然共生地域

における保全活動への支援を新たに行うほか、

特定外来生物クリハラリスの生息状況調査を引

き続き行います。 
次に、４８ページをお願いします。 
女性が輝くおおいたづくり推進事業費で、予

算額は２，９９１万４千円です。この事業は、

女性が活躍でき、男女が共に働きやすい社会の

実現を図るため、経済団体や市町村等と連携し

ながら、オールおおいたで女性の活躍推進に取

り組むものです。令和６年度は新たにロールモ

デルとなる女性に学生が取材を行い、仕事観の

変化や職業イメージの違いなどを若者目線で情

報発信することに取り組みます。また、次世代

の女性リーダーを育成するため、大学の知見を

いかした研修プログラムの実施や企業向けセミ

ナーを開催するなど、産学官連携による女性活

躍を推進していきます。 
次に、５６ページをお願いします。 
事業名欄の一番上、私学振興費で予算額は３

８億７，８３３万６千円です。少子化の進行に

伴い生徒数が減少する中、私立学校においては、

特色ある教育活動のさらなる充実が求められて

いることから、この事業では私立学校の教育条

件の維持向上と経営の健全性の確保等を目的に、

県内の私立高等学校などを設置する学校法人等

に対し、経常的経費等の一部を助成するもので

す。このような取組を通じ、学校法人が行う魅

力ある私立学校づくりを支援します。 
次に、５７ページをお願いします。 
事業名欄下から二つ目、私立高等学校ＩＣＴ

機器導入支援事業費で予算額は２，９２６万７

千円です。この事業は、私立学校の特色をいか

したＩＣＴ教育環境の充実を図るとともに保護

者の経済的負担を軽減するため、私立高校生の

保護者が購入する一人一台端末費用の負担軽減

のほか、令和６年度は新たにＩＣＴ周辺機器等

の整備を行う学校法人に対し助成を行います。 
次に、６７ページをお願いします。 
事業名欄の上から４番目、動物愛護協働推進

事業費で予算額は８８６万５千円です。この事

業は、犬猫の譲渡を推進するとともに、動物愛

護精神の涵養を図り、犬猫の殺処分につながる

引取りを減少させるため、動物愛護センターで

の拠点型不妊去勢手術や市町村が行う不妊去勢

手術の補助を行います。令和６年度は新たに、

腕章の配布等による地域猫活動の周知を行い、

県民の地域猫活動への理解促進を図ります。 
次に、９０ページをお願いします。 
浄化槽適正維持管理推進事業費で予算額は１，

１５６万６千円です。この事業は、県民の生活

環境の保全を図り、浄化槽の適正な維持管理を

推進するため、県、市町村、維持管理業者が所
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有している各種台帳を突合し、法定検査受検率

向上に向けた浄化槽管理台帳の再整備を行いま

す。 

次に、９６ページをお願いします。 
事業名欄の一番下、人権施策推進事業費で予

算額は１，５３９万８千円です。この事業は、

人権尊重社会の確立を目指すため、人権尊重社

会づくり推進条例に基づく施策を総合的に推進

するものです。４月より導入するパートナーシ

ップ宣誓制度の周知や性の多様性に関する講演

会の開催等により、性的少数者への理解促進に

取り組むほか、相談窓口を拡充し当事者の困り

ごと解消を図ります。 
次に、１０２ページをお願いします。 
事業名欄の一番上、防災情報通信システム更

新事業費で予算額は８億２，６８０万４千円で

す。この事業は、県と市町村など関係機関を結

ぶ無線ネットワークの大容量化・強靱化等を図

るため、防災情報通信システムの更新を行うも

のです。今年度は詳細設計を行っており、令和

６年度から更新工事に取り掛かります。 
最後に、１０３ページをお願いします。 
事業名欄の一番下、県庁防災体制強化事業費

で予算額は１億３，１７３万６千円です。この

事業は、頻発・激甚化する豪雨災害等に対応す

るため、先端技術を活用した防災体制の充実や

関係機関と連携した防災訓練・研修等に取り組

むほか、国の南海トラフ地震被害想定の見直し

を踏まえ、県の被害想定等の見直しを行うもの

です。大分県地震被害想定については、国の新

たな被害想定や専門家の意見等をもとに、見直

しを行うこととしています。 
森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。答弁は挙手し、私から指名を

受けた後、自席で起立の上、マイクを立てて簡

潔明瞭に答弁願います。 
事前の通告者が１３名います。時間も限られ

ているので、円滑な進行に御協力願います。 
それでは、順次指名します。 

堤委員 おはようございます。 
 まず、予算概要書７６ページの大気保全対策

事業費、これは日本製鉄株式会社のばいじんに

対して指導監督はどのようなものだったのか。 
 次に、予算概要９５ページの部落差別解消推

進事業費、相変わらず解放同盟と全日本同和会

に８２０万円の委託料が計上されていますが、

委託金額の根拠が何かと。これまでアンケート

結果やインターネットでの書き込みなどがある

として事業を進めてきていますが、一般対策と

してやるべきではないか。そういう課題でもあ

るし、予算の計上をもういい加減やめるべきで

はないかと思います。それに対してどうでしょ

うか。 
 １０３ページの国民保護対策事業費、これは

湯布院のミサイル連隊配分問題と特科団の編成

についてですね。今年３月に陸上自衛隊湯布院

駐屯地にある西部方面特科隊を第２特科団に格

上げすると報道されています。大分市に長射程

のミサイルを保管する設備を９棟建設する計画

がありますが、ミサイルを湯布院に配備する計

画と思われます。県として特科団の整備や設置、

ミサイル配備についての情報はいつ頃どこまで

国から知らされているのか。また、台湾有事を

想定し、八重山からの避難住民を大分県などが

引き受ける案が出ていますが、避難が生じるよ

うな相手国からの攻撃を想定しているのか。そ

のような中で有効な避難経路を想定できるのか

について答弁を求めます。 
北村環境保全課長 まず、日本製鉄のばいじん

に対しての指導監督についてお答えします。 
 日本製鉄に対しては、これまでも公害防止協

定に基づき、環境法令を所管する大分市と連携

して、ばいじん対策の強化を指導しています。

本年１月までの降下ばいじん量の日本製鉄の自

主測定においては、協定値の超過はなく、平均

値は２．９トンと着実に低減しているところで

す。本年度は２月末現在で１０回の立入調査を

行い、コークス炉ガイド車集じん機の増強や焼

結鉱輸送ラインの集じん強化などの計画の進捗

状況について確認をしています。また、効果的

な降下ばいじん発生源対策の検討のため、本年

度も県、大分市、日本製鉄の３者において４回

協議を行っています。引き続き、事業場内の散
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水徹底など、ばいじん、粉じんの低減対策が確

実に実施されるよう県として指導していきます。 
藤井審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

 部落差別解消推進事業についてお答えします。 
 本事業は、部落差別解消推進法で地方公共団

体の責務と定められている相談体制の充実、教

育啓発について運動団体に委託して実施してい

るものです。 
 委託金額については、地域住民に対する相談

会等の開催、教育啓発のための研修会等の開催

や担い手の養成について、それぞれ所要経費を

県の単価に基づき算定し、積み上げたものです。 
 この事業は、部落差別を受けている、あるい

は受ける可能性の高い住民への相談対応や啓発

を行うものであり、自己評価や権利意識を高め、

部落差別の現状を変えていくための力を育むも

のであり、一般的な啓発とともに、引き続き取

り組む必要があると考えています。 
小野危機管理室長 私から国民保護対策事業費

についてお答えします。 
 まず、第２特科団の設置やミサイル連隊の配

備は、報道内容と同じ内容の情報提供をプレス

リリースのタイミングで受けています。 
 次に、沖縄県先島諸島からの住民避難につい

ては国と沖縄県等が訓練を実施しています。訓

練想定は、武力攻撃予測事態の認定に至るかは

不明ですが、避難の可能性がある状況とされて

おり、特定の事態を想定したものではないと聞

いています。 
 次に避難経路ですが、迅速かつ円滑に避難で

きる方法等について検討していると聞いていま

す。 
堤委員 日本製鉄のばいじんに対しては、何回

も言いますが、私もその地域に住んでいます。

だから、まだまだひどいですよね。小雨のとき

は、車の上がばいじんで真っ黒なんです。本当

に大変です。拭くだけで真っ黒になりますから

ね。そういう点では、確かに企業として努力は

しています。県も市も立入りとかいろいろやっ

ていますから。しかし、それをちょっと手を緩

めると、そういう状況になってしまうので、是

非これは今後とも県も含めた３者が、細目協定

の徹底的な遵守も含めて、指導等を強めていた

だきたいと思います。これは強く要望しておき

ます。 
 同和問題についてですが、解消法の中で部落

問題、部落、部落差別という定義はされている

のかどうか。あなた方はよく部落差別とか、実

際そういう差別があると言っていますが、あの

解消法の中で部落差別はどう定義されているか

をまずきちっと教えてください。私は差別は規

定されていないと思うけどね。 
 それと８２０万円について、研修会とか、い

ろいろな実績を積み上げたものと。８２０万円

は何年続いているの。これは何年間も、同じ金

額ばかりではないか。だから、そういう点では、

全く改善がなされていないことになるわけね。

だから、早い話が補助金みたいなものですよ。

そういう感覚があるかどうか、再度聞きます。

これもいい加減本当にやめんといかんと思いま

す。 
 それと、国民保護の関係でプレスリリースを

受けたという情報収集だけど、これでは県とし

て、地方自治法第１条に基づいた対策にはなら

ないと思いますよ。そういう点では、積極的に

県としてやはり情報を取っていく。特科団なん

か千何百人規模になるわけだからね。そういう

情報を取っていくことが必要だと思います。待

ちの姿勢ではなく、そういう情報を取りにいく

体制を取るべきと思いますが、そこら辺は再度

聞きます。 
藤井審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

 まず、差別意識が部落差別にもたらす影響は

非常に深刻であり、デリケートな問題で、それ

をどう伝えていくかは我々も課題意識として持

っています。県内でも先日、結婚差別の相談が

あったりしていて、いまだ厳しい差別があると

いう実態の中で、差別を受ける住民の方への対

応を引き続き行っているということです。 
 この委託事業ですが、平成１３年度にスター

トしており、その当時が約１，４００万円の委

託金額でやっていて、現在の委託金額は平成２

０年度から続いています。 
小野危機管理室長 お答えします。 
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 国から提供されている情報については、その

都度我々も内容の確認を行っています。県民の

安全・安心につながるものという認識のもと、

引き続き、適宜適切に情報提供を求めていきた

いと思っています。 
堤委員 同和問題、部落差別で私が聞いたのは、

法律上、部落差別という定義があるのかどうか、

それを確認しているわけです。それをまずきち

っと答えて。 
 それと結婚差別というのは、インターネット

云々とよく言いますが、差別を助長するような

書き込みではないのね、実際見てみると。そう

いう点では、いろいろ悩みを持ちながらも前向

きに解決していきたいという思いがあるインタ

ーネット上の書き込みが多いです。そういうと

ころを見ないと、何でも差別と結び付けて８２

０万円も委託料を払うような、そういう姿勢だ

からこそ、これがなかなか止まらないわけよ。

一般施策をすべきだよね。そういう点で、法律

上の解釈はどうなっているか再度聞きます。 
 それと、情報開示は積極的にこちらから取っ

ていくことを是非してくださいね。 
 では、同和問題だけ再々答弁を。 
藤井審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

 法律においては基本理念が定められており、

全ての国民がひとしく基本的人権を享有するか

けがえのない個人であると尊重される理念にの

っとり、部落差別を解消する必要性に対する国

民の一人一人の理解を深めるということで規定

されています。 
井上委員 私からは予算概要６７ページ、動物

愛護協働推進事業費について、一つ目の質疑で

す。 
 大分県の猫の殺処分数は平成２５年には２，

５００匹以上でしたが、昨年度は４５０匹程度

ということで、さくら猫プロジェクトなどの取

組の成果が出ていると思われます。 
 その一方で、多頭飼育崩壊が地域で問題にな

っており、そういうケースが多く見られ、ただ、

さくら猫プロジェクトの対象は野良猫で、多頭

飼育崩壊は飼い猫になるから対応できないわけ

ですね。県内の多頭飼育崩壊の実態の把握と対

策について県としてどう取り組むか、お尋ねし

ます。 
 また、市町村の行う不妊去勢手術に対して助

成を行うということですが、対象となる市町村

はどこなのか。また、地域猫を増やす取組で成

果を上げている市町村があればお尋ねします。 
 それから、ペットの適正飼育や不妊手術の大

切さを県民に広く啓発することが必要ですが、

どのように取り組むか、お尋ねします。 
 もう一つは予算概要１０２ページ、防災情報

通信システム更新事業費についてです。県と市

町村の災害情報の共有は不可欠ですが、過去に

上流が他県にある河川の増水情報が得られなか

ったため、水があふれた後に避難指示が発令さ

れたケースもあります。他県の自治体との災害

情報の共有についてはどのように考えるか、お

尋ねします。 
若松食品・生活衛生課長 動物愛護協働推進事

業費についてお答えします。 
 昨年、保健所や市町村に多頭飼育に係る苦情

や相談について調査しました。その結果、飼育

していた高齢者、生活困窮者が死亡されたり、

施設へ入所されたり、入院されたり、あるいは

別居家族の探知が遅れてしまうといったケース

で多頭飼育崩壊に陥るケースが増加しているこ

とが判明しています。 
 多頭飼育問題の解決のためには、飼育状況が

悪化する前に、不妊去勢手術や譲渡を行うなど

の予防発見、飼育状況や周辺環境の改善などの

対応、そして飼い主への生活支援などの再発防

止と、四つの部分に分けてボランティア、そし

て市町村と協力していくことが必要と考えてい

ます。 
 不妊去勢手術補助を実施している市町村です

が、令和５年度、本年度時点で別府市、竹田市、

日出町。来年度ですが、この３市町に加え日田

市、豊後高田市、杵築市、国東市が新たにこの

補助制度の実施に向けて今予算措置を講じてい

ます。 
 この取組の成果ですが、なかなか野良猫の数

は分からないですが、別府市では道路上で発見

された飼い主不明の猫の死体数を成果指標とし
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ています。補助事業を開始した平成２７年度、

９０２頭という数字がありましたが、令和４年

度には５４０頭、約半数まで減っています。 
 また、さくら猫プロジェクトに当初から参加

している臼杵市の状況ですが、手術を実施して

いる地区の区長あるいは住民から、野良猫が減

ってきたという声もいただいています。 
 適正飼育、あるいは不妊去勢手術の啓発では

動物愛護週間を設けていて、こちらで動物愛護

フェスティバルを開催し、動物との触れ合い、

あるいはしつけ教室等を実施しています。また、

若年層に向けた啓発として幼稚園、小学校、中

学生を対象として命の授業を実施しています。

令和４年度ですが２８０回、８，５０１人の参

加となっています。引き続き、こういった取組

に力を入れていきたいと考えています。 
小野危機管理室長 続いて、防災情報通信シス

テム更新事業についてお答えします。 
 まずこの事業の概要ですが、防災情報通信シ

ステムは、県独自の無線回線によって市町村や

消防本部等を結ぶ通信ネットワークです。大規

模災害時にＮＴＴや携帯電話等が途絶した状況

でも、関係機関との連絡手段を確保するための

設備です。当事業は、機器の老朽化などに伴っ

て更新を行うものです。 
 質疑の内容についてですが、県をまたぐ災害

については、各自治体が気象庁のキキクルなど

で気象情報を随時確認するとともに、国交省の

九州地方整備局が河川ごとに設置している減災

対策協議会で作成したタイムラインを基に避難

情報の発令や防災行動等を実施しています。 
 加えて、国は各省庁や民間企業等が持つ河川

や道路、ライフライン被害など多様な情報を網

羅し、地方自治体も利用することができる次期

総合防災情報システムの令和６年度からの運用

開始を目指しており、県としてもこれをしっか

り活用できるよう準備を進めています。 
 こうした中、本県においては県の災害対応支

援システムや雨量、河川水位情報をはじめ、大

分大学などが構築したＥＤｉＳＯＮ（エジソン）

のＡＩにより、雨量などから災害リスクを予測

するシステム等を活用して、市町村の早期の避

難情報発令等の支援に取り組んでいます。 
 来年度は大分大学と連携して、県と市町村の

防災人材の育成に取り組む予定で、引き続き災

害対応の強化に取り組んでいきたいと考えてい

ます。 
井上委員 防災情報システムですが、これ自体

は県の市町村が対象ということですが、県外の

他の市町村との連携した取組を今説明いただき

ました。少し前になりますが、平成２９年の九

州北部豪雨で、日田市の中には上流に福岡県の

河川もあって、避難指示が出たときには既に越

水した後だったという事例もあるので、今後、

是非県外の他市町村との情報の共有に力を入れ

ていただきたいと思います。 
 また動物愛護関係ですが、多頭飼育崩壊に対

する対応、ボランティアとか市町村とも一緒に

なってということですが、ボランティアの方々

の声としては、ボランティアばかり身を削って

取り組んでいる印象が非常に強いということで、

特に県であれば保健所がしっかり対応してほし

いとのことです。保健所とか、市町村とか、ボ

ランティアとか、共同窓口と言いますか、相談

する人も多頭飼育崩壊の場合は、特に飼い主も

どうしていいか分からないようなケースもある

ので、ワンストップ窓口というか、そういうも

のも是非検討いただきたいと思います。 
 また啓発活動ですが、ある県営住宅のそばに、

野良猫に餌をやらないでくださいという看板が

立っています。中には地域猫活動のために餌を

やって取り組んでいる人もいて、餌をやって、

その猫を捕まえて不妊手術をするボランティア

活動をしている人もいるので、その辺も含め、

啓発活動を行っていただきたいと思います。 
 活動している人が餌をやっていることで白い

目で見られるケースもあるようなので、そうい

うことも含めた啓発活動をよろしくお願いしま

す。 
 この多頭飼育崩壊や高齢者による飼育放棄、

これは猫だけの問題ではなく、周辺住民とのト

ラブルやふん尿などの衛生問題もあります。ま

た、動物愛護というのは環境、人権と並んで世

界の潮流になっているので、日本がまた慌てる
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ようなことになるのではないかと思っています。

県として先進的な取組をよろしくお願いします。 
澤田委員 おはようございます。私からは３点

質問します。 
 まず一つ目が予算概要９０ページ、浄化槽適

正維持管理推進事業費について、さきほど高橋

部長からもお話がありましたが、この管理台帳

の再整備ということで、これをすることによっ

て法定受検率の向上効果がどう期待できるか。

また、令和５年度の法定受検率はどのくらいだ

ったのか。また、未受検者への対応をどう行い、

どう定期的な法定受検を実現させていくのかに

ついてお尋ねします。 
 二つ目が９６ページ、人権施策推進事業費の

中にある性的少数者の理解促進に要する経費に

ついて、これもさきほど御説明がありましたが、

この理解促進の具体的な取組について教えてい

ただきたいと思います。 
 最後に予算概要６８ページ、おおいた動物愛

護センター運営費についてです。この中にはな

いですが、今問題となっている災害時にペット

と一緒に避難ができる場所づくりが喫緊の課題

ということで私は認識をしています。先日も新

聞報道されていました。今、市町村においては

日田市、別府市など検証実験等を行っている市

町村もありますが、県として今後どのように取

り組んでいこうと考えているのか。 
 また、この動物愛護センターは県の保有施設

でもあるので、この動物愛護センターでの災害

時のペット同伴ができるような取組、また計画

があるのか、そういったところを踏まえてお聞

かせいただきたいと思います。 
嶋﨑循環社会推進課長 浄化槽適正維持管理推

進事業費について３点質疑がありました。 
 まず１点目、管理台帳を再整備することによ

り法定受検率の向上効果をどう期待できるかと

いうことですが、これまで指定検査機関である

大分県環境管理協会と共同して台帳の整備を行

ってきましたが、今回の再整備で市町村の下水

道台帳、清掃業者や保守点検業者が所有する台

帳とも突合させることとしています。管理者の

変更や廃止などの行政機関への手続が適切に行

われていなかったため、既に廃止されていた浄

化槽など、台帳とのそごが生じていた浄化槽に

ついてはこれまで一定数存在していましたが、

今回の再整備により台帳が実態に即したものと

なるため、これまで以上に的確な受検勧奨や未

受検者への指導が可能になり、受検率の向上が

期待されると考えています。 
 次に、２点目の法定受検率です。これは毎年

度、環境省で前年度の受検率を集計公表してお

り、直近でいうと令和３年度末の数値が最新で

す。県内の受検率については、１１条法定検査

４５．５％となっています。 
 次に、３点目の未受検者への対応をどう行い、

どう定期的な法定受検を実現させていくのかに

ついてです。これまでは法定検査拒否者等に対

して指導が行き届いていなかったですが、この

再整備により正確な対象者が把握できるため、

より一層的確な指導を実施していきます。指導

に従わず、公衆衛生上著しい支障がある場合は、

市町村と連携を図り、訪問指導をはじめ勧告や

改善命令など、法的に見据えた指導強化を図っ

ていきます。 
 また、浄化槽法に基づく法定協議会を令和５

年３月に立ち上げましたが、その場を活用して

市町村や関係団体とも連携協力した受検勧奨手

法の検討も進めていきます。 
藤井審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

 性的少数者の理解促進の取組についてお答え

します。 
 多様な価値観を認め、互いに支え合う社会の

構築に向け、性的少数者の理解促進に関する取

組として三つを実施したいと考えています。 
 一つ目は、パートナーシップ宣誓制度の導入

です。４月から県域での制度開始を予定してお

り、受領証を発行するための備品や宣誓を受け

付けるための会議室の環境整備費用等を計上し

ています。パートナー関係を家族と同様に認め

る制度の導入により、当事者の安心感の醸成と

住まいや医療などの生活の困り事の解消を図り

たいと考えています。 
 二つ目は、県民の理解促進に向けた啓発です。

県民や事業者の理解促進に向け、パートナーシ
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ップ宣誓制度の意義や性的少数者への配慮など

をまとめた冊子を作成するほか、当事者を講師

に招いた講演会を県内２か所で開催したいと考

えています。 
 三つ目に、当事者の困りごとの解消でＬＧＢ

Ｔ等相談窓口の拡充と交流の場の設置の二つを

考えています。 
 まず相談窓口ですが、これまで月１回２時間

の相談受付を週２回３時間に拡充します。あわ

せて若年層が相談しやすいように、ＳＮＳによ

る相談機能を追加します。また、相談事業の中

で当事者の交流の場が欲しいとの声があること

から、一人で悩む孤立感を解消するため、支援

団体等と連携して交流の場を設け、当事者が安

心して暮らせる環境づくりを進めたいと考えて

います。 
若松食品・生活衛生課長 ペット同行避難につ

いてお答えします。 
 県では、大分県地域防災計画に基づいて、大

分県被災動物救護対策指針を市町村や関係機関

に周知しています。また、市町村におけるペッ

ト対策の取組を支援することとしています。 
 この指針では、飼い主の役割として災害時に

は同行避難を示しており、県において被災動物

対策や避難所における動物の取扱いなどの支援

を行うこととしています。市町村においては、

被災した住民が避難所等に同行避難してきた動

物を一時的に保管するスペースを避難所内外に

確保するよう努めることとしています。県下の

全市町村でこの地域防災計画などにペットの保

護に関する方針を定めていますが、発災時、具

体的な運用と受入れには避難スペースの確保、

あるいは鳴き声や騒音、ペットのトイレといっ

た課題があると思います。これらの課題を検証

するため、さきほど委員からありましたが、今

年度西部保健所では、日田市や獣医師会、ある

いは動物ボランティアと連携して同行避難の実

地訓練を行っています。このような先進的な取

組事例を関係者で共有し、同行避難の周知や各

避難所での円滑な受入れができるよう、市町村

や関係団体との連携を深めて、災害時のペット

避難対応に備えていくようにしています。 

 もう１点、動物愛護センターの災害時の受入

れの質疑がありました。各市町村で動物の専用

の救護場所ができるといいと思っていますが、

県の有する動物愛護センターは、県下の盲導犬

を飼われている方々の避難所として活用しよう

と考えていて、そういった団体とも話を進めて

いるところです。 
澤田委員 ありがとうございました。 
 浄化槽に関しては、整備することにより明確

に未受検者の方が分かるということでしたので、

しっかり推進していただきたいと思います。 
 市町村に関しても、様々なパンフレット等で

啓発活動をされているとは思いますが、今回の

一般質問、代表質問でも我が党からは災害時、

浄化槽は特に地震災害に強いということで再質

問させていただいているので、ぜひ点検整備を

しっかり進めていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 
 あと性的少数者に関しては、私も先日、ＬＧ

ＢＴＱの代表の方と懇談する機会があって、今

回質問には上げませんでしたが、この前の代表

質問で取り上げた災害時の避難場所の状況で、

この方たちが非常に苦労をされていることも聞

いています。また、関係部局と連携を取りなが

ら、しっかり理解促進を図っていただければと

感じています。 
 ペットに関しては、私も前回４年ぐらい前の

豪雨災害のときに大分川の周辺に住んでいまし

たが、河川が増水したことによって内水氾濫が

起こり、私の家のすぐ近くまで水が迫ってきて、

私の家もペットを飼っていたので、避難すべき

かどうか家族と議論しているうちに水が迫って

きて、最終的に避難できなかった経験がありま

した。ペットを飼っている方に聞いたら、皆さ

んそのように感じているということだったので、

これも要望になりますが、しっかり推進してい

ただきながら、できればこのペットを飼ってい

る方を対象に、災害時どう取り組めばいいのか

とか、災害避難所に行ったときにどういうしつ

けをしていくのがいいのかとか、そういった飼

い主のマナーをまた啓発活動していただければ、

より一層避難しやすくなるのかなと思っている



- 9 - 

ので、是非検討いただければと思います。全て

要望です。 
原田委員 おはようございます。よろしくお願

いします。 
 私も今、澤田委員が質疑したのと同じですが、

性的少数者の理解促進に要する経費についてで

す。 
 さきほど部長、また担当課長からの説明があ

りましたが、今回、大分県が県域でのパートナ

ーシップ宣誓制度の導入を決定しました。いわ

ゆる多様性を認める社会の実現に向け、とても

大きな評価ができるなと県民クラブで話してい

ます。 
 この推進においては、やはり窓口となる基礎

自治体の体制が必要だと考えます。９月から大

分市で導入され、今臼杵市、豊後大野市、竹田

市、日田市、豊後高田市の６市ではないかなと

思っていますが、県内基礎自治体への取組が今

どんな状況であるかを教えていただきたいと思

います。 
 また、４月からは中津市が始めるという話を

聞いていますが、できていない自治体への働き

かけ、市でのパートナーシップ宣誓制度をすべ

きだと考えますが、その働きかけをどのように

考えているか、お聞かせください。 
藤井審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

 パートナーシップ宣誓制度の市町村の取組状

況や県と市町村の協議の状況についてお答えし

ます。 
 まず県域で導入した理由の一つは、県内での

格差の解消を図ることです。このため、県内全

域で当事者の安心感の醸成や困りごとの解消が

できるよう、制度の意義や期待される効果につ

いて市町村に説明し、協議を重ねてきたところ

です。 
 また、制度の導入には性的少数者への理解が

大事なことから、市町村職員を対象に当事者を

招いた研修会を実施するなど、理解促進を深め

る働きかけを行ってきました。 
 こうした取組の中で現在、新たに４自治体が

制度導入を検討しています。県としては情報の

提供や助言などにより、それぞれの自治体の制

度導入を支援しています。来年度は、市町村は、

さきほど委員がおっしゃったように、既に６市

が制度を導入していますが、合わせて１０自治

体となる見込みです。 
 次に、できていない自治体への働きかけにつ

いてですが、県では制度未導入の市町村も含め、

県の制度の効果が全ての市町村に及ぶように調

整をしています。 
 具体的には県で発行した受領証により、市町

村の公営住宅の入居、犯罪被害者見舞金の支給

が可能となるよう、各市町村の取扱い要領等の

改正などを依頼しています。県内市町村で格差

が生じないよう、県と市町村が一体となった制

度作りに取り組んでいきたいと考えています。 
原田委員 今四つの市町村が導入を検討してい

ると。その四つの市町村を後で教えていただき

たいと思います。 
 ちょっと気になったのは、今、課長からも説

明がありましたが、県で宣誓制度の導入をした

ら、県営住宅の申込みはオーケーという話にな

ると思います。大分市が導入したときに、大分

市の市営住宅の入居も申込みできるという話で

したから、この制度を導入していないところが

市営住宅等の入居ができるかと心配していまし

たが、今の課長の答弁では、その入居もできる

ようになってくるということですよね。 
 ただ、やはりパートナーシップ宣誓制度の導

入を各市町村がきちっとやることは大きな意味

があると思います。制度自体はそれで充実でき

るという話ですが、そういった意味で、是非や

ってほしいなと思っています。知り合いの自治

体議員に聞くと、県が導入したから市の導入は

いいのではないかという声もあるという話でし

た。そんなものなのかなと思っていて、県もや

っていますが、市でも主体的にやっていること

を示すことが必要ではないかと私自身は思って

います。四つの市町村名を教えてください。 
藤井審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

 現在、検討している四つの自治体ですが、自

治体自身がまだ表明していないところもあるの

で、私からお答えするのは控えさせていただき

たいと思います。 
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 また、取り組んでいない市町村については、

意義等を説明しながら、独自の考えとして取り

組むように協議しているところです。 
玉田委員 まず、私の方から予算概要書４５ペ

ージの消費生活安全・安心推進事業費４，２５

８万１千円について、３，８３８万８千円は国

庫支出金なので、その充当している事業と、差

額分の県が独自で行っている、あるいは上乗せ

しているところがあったら教えていただきたい。 
 それから、消費生活相談員の現在雇用してい

る人数と、どんな勤務形態なのか教えてくださ

い。 
 二つ目が予算概要７９ページの小規模集落等

水源整備支援事業費２，４００万円について、

これは来年度の補助見込み、件数見込みと、現

在、小規模集落の水源確保を苦労しているとい

う話を聞きますが、そういう話がどのぐらい県

の方に届いているか、把握していたら教えてく

ださい。 
木内県民生活・男女共同参画課長 私からは消

費生活安全・安心推進事業費についてお答えし

ます。 
 充当する国庫支出金は、消費者庁が所管する

地方消費者行政強化交付金ですが、予算概要に

記載している消費生活安全・安心推進事業費の

ほとんどの事業に充当しています。県独自の事

業については、人材の育成に要する経費のうち、

消費生活相談員国家資格取得支援オンライン講

座の実施に係る事業のみです。 
 それから、県の消費生活相談員の雇用人数等

についてですが、県の消費生活相談員について

は会計年度任用職員として、相談員の育成指導

等も行うスーパーバイザー１人と、消費生活相

談員５人の計６人を雇用しています。 
 勤務形態については、月１８日、１日６．７

５時間の勤務となっています。 
北村環境保全課長 小規模集落等水源整備支援

事業についてお答えします。 
 来年度の補助件数は全部で４件見込んでいて、

内訳としては緊急性等を考慮し、豊後大野市２

件、九重町２件を一応予定しています。 
 それから、困窮している情報がどれだけ県に

来ているのかということですが、この事業をや

りたいという市町村を補助する事業になってい

るので、市町村を通じて毎年２、３件新しい件

数が追加して上がってくるので、常時５件から

１０件ぐらいを県で把握しています。 
玉田委員 ありがとうございます。 
 まずは小規模集落の水の関係ですが、県民ク

ラブで話を聞いてみると、それぞれのところで

いろいろと課題を抱えているという話があるよ

うです。予算上４件ということで、もちろん自

己負担があるので、その集落の高齢化が進んで

いたりすると、そこまで払えないからといって、

今のまま我慢しようという話があるようです。

それは御存じだと思いますが。 
 あわせて最近の課題としては、資材の高騰で

この２、３年、ポンプやボーリングも非常に値

上がりし、かなり市町村財政、あるいは自己負

担が定率ですから上がっている。そこで逡巡し

ているところもあるようなので、その辺はこれ

からの制度設計の中でまた検討いただきたいし、

これまでの決算を見ていくと、４件予算を組ん

でいますが、実績が１件という年度もあるし、

そういう意味では、その地域の事情があると思

うので、その辺もこれから少し調査していただ

きたいと思っています。それは要望です。 
 それから消費生活相談員の件です。課長、気

になっているのが、この財源の国庫のうち、地

方消費者行政推進事業というので、スタートし

たときから交付金の活用期間というのがあって、

それが今年度末で終わると。それぞれの自治体

の判断というか、国と相談して２年まで延ばせ

るということで、全国でも消費生活相談員の人

件費に充てるこの国庫分が削減されるのではな

いかと言われていますが、大分県の場合、この

辺はどのようになっているでしょうか。 
木内県民生活・男女共同参画課長 消費生活相

談員の人件費の件についてお答えします。 
 委員御指摘のとおり、推進事業については、

各自治体の事業を始めた時期等の関係で活用期

間の終わりが来ているところもあります。現在、

人件費を充てている市町村がいくつかあります

が、そのうち来年度以降も人件費を充てられる
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のは宇佐市、佐伯市、日出町、臼杵市、杵築市

になっており、それ以外のところは既に事業が

終了しているか、あるいは当初から充てていな

い状況になっています。 
玉田委員 ありがとうございます。 
 気になる大分県の６人分についてはどういう

状況でしょうか。どうかよろしくお願いします。 
木内県民生活・男女共同参画課長 大分県の６

人については、一般財源で措置されているので、

交付金を充当していません。 
佐藤委員 よろしくお願いします。 
 ３点通告していましたが、１点目の防災情報

通信システムの関係は、さきほど詳しく御答弁

いただいたので、これで結構です。ありがとう

ございました。 
 次に、防災ヘリコプター運航管理事業と、機

体の更新の関係もあわせて質疑します。 
 質疑の内容は、現在の運航状況について回数

と実績がどの程度なのか。 
 それから今回、機体の更新となっていますが、

ちょっと金額が少ないので、これの意味がよく

分からないですが、この機体の更新とは何かを

御説明いただければと思います。 
 それからもう１点、高機能消防指令センター

共同整備支援事業についてです。来年度から運

用が始まると思いますが、市町村は今までどお

りそれぞれの地域の分でうまくいくのか、連絡

がすぐにつくのかという心配がありますが、運

用が始まってしまえば、この辺については不安

解消されるものとは思っています。その次に心

配になってくるのが、今後の運用に対する支援

はあるのか。そして、これは将来に対して機器

の更新がまた４、５年ごとに多分来ると思いま

すが、そういったものに対する支援は今後考え

られるのかどうか、お願いします。 
姫野消防保安室長 私から防災ヘリコプター及

び高機能消防指令センター関係についてお答え

します。 
 まず、防災ヘリコプターの運航実績について

は、救急搬送をはじめ山岳等での救助活動や林

野火災の消火等の緊急運航が年間約１００件、

自隊訓練や県、市町村の合同訓練等の通常運航

が年間約１７０件となっています。本年度はこ

れまでに８０件の緊急運航要請に対応しており、

特に６月、７月の大雨による災害発生時には、

由布市及び中津市で行方不明者の捜索、日田市

で孤立集落への物資移送などの災害応急活動を

行いました。 
 また、機体の更新についてお尋ねがありまし

た。この背景としては平成２９年以降、全国で

防災ヘリコプターの墜落事故が続いたことを受

け、令和元年に国から２人操縦士体制の導入を

求められたことがあります。本県の現有機では、

操縦士を２人とした場合、救助等の際にエンジ

ンの出力が不足することから、安全運航の確保

や救助活動の効率化を図るため、新しいヘリコ

プターへ更新することとしたものです。令和５

年第２回定例会において１８億５，３５０万円

で新たな機体を取得する旨、議決をいただき、

現在令和７年９月の新機体納入、令和８年４月

からの本格運用に向け準備を進めています。 
 次に、消防指令センターの運用に対する支援

についてお答えします。 
 これまでもほかの市町村から事務を委託され

た大分市と協議を重ねるとともに、各市町村消

防本部に説明を行ってきましたが、維持管理費

については、消防組織法上、市町村の消防に要

する費用は当該市町村がこれを負担しなければ

ならないとされており、県が支援することは課

題が大きいと認識しています。 
 また、将来の機器更新等に関する支援につい

てですが、令和１３年に予定している消防指令

システムの中間更新には約２５億円の費用がか

かると伺っています。こうした将来の財政負担

への支援については、これまでも全市町村と県

が一体となって県内全域での共同運用を進めて

きたことから、緊急防災・減災事業債の令和８

年度以降の期限延長を国に要望するとともに、

引き続き支援の在り方を検討していきます。 
佐藤委員 ありがとうございました。 
 まず一つ、防災ヘリの関係はさきほどの説明

で大方分かりましたが、今回のこの１６８万６

千円ですか、これは何でしょう。 
 それと今、指令センターの関係については運



- 12 - 

営費は厳しいけど、機器更新については今後検

討ということで大変ありがたく思っていますか

ら、是非とも前向きによろしくお願いします。 
 機器の更新はいろんな面で厳しくなっていて、

この点でも今回共同になるということで、市町

村ごとにそれを把握して、それを無理してもう

1 年延ばすのかとか、いや、もう先にやってお

くんだとか、そういった判断ができなくなるお

それもあり、心配があるので、是非ともそこは

またよろしくお願いしたいと思います。 
 では、ヘリの関係だけお願いします。 
姫野消防保安室長 お答えします。 
 令和６年度に計上している機器更新に関する

経費については、機器の更新に伴う事業費と申

しますか、協議に係る事務的な経費のみを計上

しています。 
守永委員 ３点ほどお尋ねします。 
 まず一つが予算概要の１９ページ、優しいマ

ナーと思いやりの運転県おおいた推進事業費に

ついてです。この事業で、横断歩道におけるマ

ナーアップ対策や自転車交通安全、高齢者交通

安全等の啓発を行っていますが、来年度予定す

る取組で特徴的なものを教えていただきたいと

思います。 
 また、横断歩道での歩行者優先横断やヘルメ

ットの着用状況など調査していれば、状況を教

えてください。 
 あわせて、運転免許の自主返納をされた高齢

者がどのように暮らしているのか追跡していれ

ば、その状況を教えていただきたいと思います。 
 次に、生物多様性保全推進事業費、予算概要

の３４ページですが、この事業でおおいたの重

要な自然共生地域の選定・公表とありますが、

これまでも行っていたのか教えてください。 
 行っていたのであれば、具体的にどの地域を

どのような内容を評価して選定したのか、これ

から行うのであれば、どのような基準で選定す

るのか、教えていただきたいと思います。 
 また、クリハラリス調査委託料が今年度予算

の３倍近い金額になっていますが、何か特殊な

要因でもあったのか、教えてください。 
 ３番目が、地域再生可能エネルギー導入推進

事業費、予算概要の３２ページですが、２０５

０カーボンニュートラルを実現するために、県

内における再生可能エネルギーの導入促進を図

るとありますが、太陽光発電パネルの乱立や風

力発電施設が民家から近い場所に建てられる事

例など、問題が多く課題も山積しているように

感じています。事業実施主体に何らかの指導を

する事業が必要ではないかと思いますが、御意

見をいただければと思います。 
河野生活環境企画課長 優しいマナーと思いや

りの運転県おおいた推進事業費の質疑について、

私からお答えします。３点いただいています。 
 まず、１点目の来年度の特徴的な取組を教え

てほしいということですが、自転車交通安全対

策についてです。自転車通学生のヘルメット着

用率が高い一方で、一般世代の着用率が低いこ

とが課題として認識しています。そこで、令和

６年度は新たに一般世代をターゲットにした啓

発動画を作成して、ＹｏｕＴｕｂｅ広告やデジ

タルサイネージ等で広報しながらヘルメット着

用を呼びかけていきます。 
 ２点目の横断歩道での歩行者優先横断状況、

それから、ヘルメットの着用状況についてです。 
 県警の交通事故分析によると、交差点におけ

る横断歩道上の歩行者事故のうち、信号機のあ

る横断歩道では右折による事故が多いという結

果が出ています。また、信号機のない横断歩道

では直進車による事故が多いといった特徴があ

ります。このような事故の実態を踏まえて、信

号機のない横断歩道の一時停止率が日本一であ

る長野県にゆかりのある真田幸村、それから、

大友宗麟などの戦国武将を登場させた交通マナ

ー促進動画の制作、あるいは動画配信等によっ

て、横断歩道でのマナーアップの促進を図って

いきたいと思っています。 
 それから、自転車のヘルメットの着用状況で

すが、県警が令和５年７月に実施した調査によ

ると、着用率は４６．３％でした。これは全国

平均の１３．５％を大きく上回っていますが、

その理由は通学生の着用率が高くて全体を押し

上げたことと考えられます。さきほど申したと

おり、一般世代にターゲットを絞った広報啓発
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によって、着用率のさらなる向上を図っていき

たいと考えています。 
 それから、３点目の運転免許を自主返納した

高齢者がどのように暮らしているかです。 
 運転経歴証明書を提示した７０歳以上の高齢

者に対して、タクシー運賃の１０％割り引くサ

ービスを県内の４６タクシー事業所で行ってお

り、令和５年は延べ５万１，３７１人が利用し

ています。前年度から６，８５０人増加してい

ることから、運転免許返納後のサービスの活用

等によって移動手段を確保されていると考えて

います。今後も引き続き、運転に不安を感じる

高齢者が運転免許証を返納しやすい環境をつく

っていきたいと考えています。 
浜田自然保護推進室長 私からは生物多様性保

全推進事業についてお答えします。２点質疑い

ただきました。 
 まず、おおいたの重要な自然共生地域につい

てですが、これは平成２８年度に開始した本県

独自の自然環境保全制度です。自然が残り、希

少な野生動植物が生息、生育するなど保全すべ

き地域であり、法的規制がない又は弱い地域の

中から専門家の意見を踏まえ選定しています。 
 このうち、生物情報が整理されていること、

保全活動が見込まれること、地権者の了解が得

られていることに加え、市町村の推薦があった

地域を順次公表しています。現在１２１地域を

選定し、例えば大分市の柞原八幡宮の社叢や別

府市の天間高原など２７地域を公表しています。

今年度中にもう１地域追加を予定しています。

今後もこれまでと同様の考え方で地域の選定公

表を進めていきます。 
 もう１点、クリハラリスについてです。クリ

ハラリスは、令和４年１２月に別府市で生息が

確認され、今年度生息状況調査を行った結果、

別府市の東側、大分市寄りとなりますが、そち

らでの生息が確認されました。このため、令和

６年度は誘引餌やセンサーカメラによる調査及

び捕獲の範囲を拡大することに加え、専門家の

助言を踏まえ調査精度向上のため、誘引餌等の

設置箇所を増やすため、予算が増額となったも

のです。 

後藤脱炭素社会推進室長 地域再生可能エネル

ギー導入推進事業についてお答えします。 
 本事業では対象を自家消費型としており、屋

根置き等で自ら使用する太陽光発電等の導入を

推進しています。一方、御指摘のとおり事業用

再生エネルギーの設備導入により住民とのトラ

ブルが発生するなど、再エネ発電と地域との共

生は全国的な課題となっており、令和４年４月

から国において省庁横断的な検討が進められて

きました。 
 その結果、国においては再エネ特措法を改正

し、住宅用や屋根置きを除く太陽光発電等の設

置に当たっては、規模や立地に応じて事前周知

や説明会の開催を本年４月から義務付けたとこ

ろです。 
 なお県においても、再エネの導入計画を覚知

した場合には、法令遵守だけではなく、地域の

理解を得られるよう、周辺住民に対して丁寧な

説明を行うよう指導しています。今後ともトラ

ブル発生時には、関係する市町村や関係機関と

連携して対応していきたいと考えています。 
守永委員 ありがとうございます。 
 まず、優しいマナーと思いやりの運転県おお

いた推進事業については、この類いのことは今

まで警察本部に質疑をしてきましたが、生活環

境部でも熱心に取り組まれているので、どのよ

うに捉えているか聞かせていただきました。 
 特に高齢者の自主返納後の移動する権利をど

う保障するかは様々な課題もあろうと思うので、

公共交通機関の在り方も含め、関連するところ

と十分な話合いを持って、県民のために環境を

整えていただければと思います。 
 それと、生物多様性の部分については、平成

２８年からの取組ということで、なかなかどう

いう地域が指定されているのかという部分と、

この間、セブンの森にも一緒にお供させていた

だきましたが、ああいうところもより多くの方

に知っていただき、そして楽しむことができる

環境もつくっていただけると思うので、是非こ

の事例を広く知らせていただければと思います。 
 また、クリハラリスについては高島にしかい

なかった時代と違って、別府市の東側で発見さ
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れたということで、それが拡大してしまうと大

変なことになるので、是非根絶に向けて努力を

お願いしたいと思います。 
 地域再生可能エネルギーについては、特に風

車に関しては不安に思う県民もいるので、実施

主体、設置側から住民の理解を深く求めること

については、是非指導、徹底をお願いします。

以上、要請です。 
後藤委員 よろしくお願いします。 
 私から大きく２点ですが、一つ目は予算概要

書の３２ページ、地域再生可能エネルギー導入

推進事業費について。 
 私は個人的にはこれは是非もっと進めていき

たいと思っています。一つ目は、県有施設への

再エネ導入、それから県施設のＺＥＢ化改修の

場所と、その理由やその効果、目指すべきとこ

ろを是非教えていただきたいと思っています。 
 それから再エネ設備等導入支援、これは私が

知る限りではパネルと蓄電池がセットだと思い

ますが、１０年ぐらいたった家庭も多いと思う

ので、パワーコンディショナーと蓄電池だけで

もいいではないかと思うものですから、その点

をどう考えているか、お尋ねしたい。 
 もう１点は、３月は東日本大震災などもあっ

て、会派の調査会でも宮城県に調査に行きまし

た。そのときに歯科医師会の方の苦労等も聞い

て、遺体の確認等の話も伺いましたが、南海ト

ラフ大地震が起きたときに問題なのは、やはり

遺体の安置所とか、焼却場所がないことだと。

私はそのニュースを見る限りでは、実は土葬も

考えざるを得ないような人的被害が出た場合に

どうするのかというのもあったので、是非そう

いったのを議論されているのか、お聞きしたい

と思っています。 
後藤脱炭素社会推進室長 それでは、地域再生

可能エネルギー導入推進事業についてお答えし

ます。 
 まず、県有施設のＺＥＢ化改修についてです

が、令和６年度は竹田総合庁舎を予定していま

す。ＺＥＢに関する改修内容としては、ＬＥＤ

への交換、それから熱を逃がさない高性能換気

システムへの入替え等を予定しています。もと

もと竹田庁舎の改修は県の保全計画で予定され

ていたもので、全体予算は総務部で措置してお

り、そのうちＺＥＢに関するもののみ当室で計

上しています。 
 次に家庭、事業者向けの補助金についてです

が、太陽光発電、それから蓄電池については、

補助要綱において資源エネルギー庁の示す基準

に準拠することを求めていて、共に一定以上の

高性能、高効率のものを確保する更新を対象と

しています。 
 また高効率給湯設備についても、既存の設備

と比較して３０％以上のＣＯ２削減効果がある

ことを補助要件としているので、同様に高効率、

高性能になっていると思います。 
後藤防災対策企画課長 それでは、南海トラフ

地震における遺体安置所や遺体焼却等の体制に

ついて回答します。 
 遺体安置所について、災害時における遺体対

応は一義的には市町村及び警察において実施さ

れます。しかし、大規模災害により広域的な対

応が必要な場合は、災害対策本部の福祉保健医

療部が情報収集や調整を実施することになって

います。 
 こうした中、遺体安置場所の候補については、

県から市町村に対して事前に選定するよう依頼

しています。また、遺体安置場所の不足に備え

て、葬祭業者と遺体安置施設等の提供などに関

わる協定を結んでいるところです。 
 加えて、災害時に円滑に対応できるよう昨年

１１月に開催した県総合防災訓練において、県

警や佐伯市、県歯科医師会、それから佐伯市の

医師会が連携して、県内初めてとなる遺体安置

訓練を実施しました。 
 この具体的な訓練内容は、まず遺体安置所の

設置に始まり、遺体の収容、受付、検視、検案、

親族への遺体の引渡し、死亡届の受理や火葬許

可書の発行まで一連の対応を行い、関係機関か

らは課題の抽出も含め、非常に有意義な訓練で

あったとの声が寄せられました。引き続き、こ

の防災訓練等において、遺体安置対応の練度向

上を図っていきたいと考えています。 
 なお、広域火葬については、担当課の食品・
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生活衛生課から回答します。 
若松食品・生活衛生課長 県では、被災市町村

での火葬が困難な場合に備えて、広域的な火葬

計画を策定しています。災害発生時には、まず

火葬場の被災状況を把握し、被災市町村の要請

に応じて、大分県と市町村、相互間の災害時応

援協定に基づいて火葬計画の調整を行います。

御遺体の数が県内の火葬場の処理能力を超えた

場合は、九州・山口９県災害時応援協定により

応援を要請することになります。これらの協定

や火葬場の最新情報など、市町村墓地担当者と

の会議で情報を共有して、発災時の火葬対応が

円滑に進むよう連携しています。 
 さきほど委員からお話があった東日本大震災

ですが、火葬の能力を超えるということで、な

かなかこの火葬の能力を上げるのは難しいかと

思います。東北では一時的に火葬までの間、土

葬することがあったと聞いています。 
 今後、市町村でも昨年、佐伯で実施した遺体

安置まで踏み込んだ計画がいろいろと考えられ

てくると思うので、市町村と連携して円滑に進

むよう考えていきたいと思っています。 
後藤委員 ありがとうございました。 
 防災の方はよく分かったので、再生可能エネ

ルギーについて聞きたいのですが、さきほど言

った住宅にエコキュートの導入とかになると、

東京都でいえば東京ゼロエミッション住宅だと

かで、例えばパネル 1 枚 1 枚を管理できるよう

な、そういったオプティマイザという機械を付

けて、より効率よく発電することもやっていま

す。それから、そういった認定された住宅に関

しては、例えば不動産取得税の減免だとかをし

ているそうです。 
 そもそも２０５０年のカーボンニュートラル

に向けて再エネの実現を図るということでやっ

ていますが、例えばその再エネの比率は今の電

力量の２割ぐらいなので、２０５０年に向け、

１．３倍の電力量であれば、再エネ比率を６割

まで上げないといけないとか、そういった問題

が出てくるから、企業だけではなく、家庭にも

そういった周知や必要性を訴える必要があると

思います。 

 ただ、再エネやカーボンニュートラルという

のは、言っていてもなかなか分かりにくいとこ

ろがあるから、分かりやすい機器の導入を、要

は新築住宅もそうですが、既存住宅もやってい

く必要があるのではないかなと思います。是非

パワコン、それから蓄電池のみでも、そういっ

た要件が合えば補助等ができるように何かして

いただきたいなと思っています。もちろん予算

の限りもありますから、そういったことを是非

今後検討していただきたいと感じています。要

望で構いません。 
御手洗（朋）委員 ５４ページ、安全・安心な

インターネット等利用環境づくり事業費につい

て、中高生のカンファレンス、それから保護者

向け広報・啓発活動の詳細について教えてくだ

さい。また、これまでに行った事業の成果と課

題についても伺います。 
 令和４年度の児童生徒の問題行動・不登校等

生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要、

文科省によると、いじめの対応について、パソ

コンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされ

る件数が増加傾向にあるとされています。特に

昨今、報道等でも大きく取り上げられています

が、ＳＮＳ上でのトラブルは子どもたちの間で

非常に多く起こっていると思っています。 
 今回、有害情報から守るという表記もありま

すが、被害者となるだけでなく、加害者となる

可能性もあると思っています。そういったこと

も踏まえた事業内容にしていくべきではないか

と考えますし、実際に小学生、若しくは就学前

からスマートフォンを所持している子どもも少

なくない状況なので、対象範囲をもっと広げて

いく必要があるのではないかと思います。 
 そして、第一義的には子どもたちにそういっ

た機器を所有させるのは保護者、家庭ですので、

家庭の責任について、これまで以上に啓発して

いく必要があると思われますので、見解を伺い

ます。 
松原私学振興・青少年課長 安全・安心なイン

ターネット等利用環境づくり事業費についてお

答えします。 
 ＩＣＴカンファレンスですが、ネット利用モ
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ラルやＩＣＴの活用等のテーマについて中高生

が議論し、発表するワークショップです。令和

５年度ですが７月に開催しました。中学校２校

４人、高等学校１３校４３人が参加し、令和６

年度も同規模での開催を想定しています。 
 学校の枠を超えてグループを編成すること、

大学生や専門学校生がファシリテーターとして

参加することでＩＣＴ活用などの議論が深まり、

生徒の気づき、学びも多いと考えています。参

加した生徒が県内各地の学校でＩＣＴ活用やネ

ットモラルを高めるリーダー的な役割を果たす

と考えています。 
 次に、広報・啓発活動についてですが、県内

の小中高校生各５００人、計１，５００人とそ

の保護者の１，５００人、計３千人にアンケー

ト調査を実施し、調査結果を分析して啓発を行

うものです。 
 この青少年のネット利用実態調査ですが、イ

ンターネット利用をする機器、例えば自分専用

のスマホを所有しているなどといったものや利

用時間等の環境、インターネット利用による生

活の変化、インターネット利用によるトラブル

と相談などの項目により調査を実施しています。 
 今年度ですが、ネット利用の低年齢化が進ん

でいることから、保護者向け啓発パンフレット

の作成、こども園、幼稚園や小学校に通う家庭

に約８万枚を配布、また県庁のホームページに

も今年度のパンフレットを掲載しています。啓

発パンフレットの主な内容ですが、フィルタリ

ングの活用と家庭でのルールづくり、この２点

が重要ということで訴えています。 
 また、今回の調査では、インターネット利用

時のトラブルと相談において、子ども、保護者

とも約９割がトラブルはないと回答がありまし

た。嫌がらせ等のメッセージを送付された、Ｓ

ＮＳ上のやり取りで嫌な思いをしたは、小中高

校合計で５％弱という結果が出ましたが、年齢

とともに増加傾向にあるということで課題もあ

ると考えています。 
 このほかにも被害と加害、委員の御指摘があ

った問題や権利を侵害する問題、高額の請求と

か、自撮り被害など様々なネットトラブルがあ

りますが、安全・安心してネットを利用するた

めには、こうした注意すべきことを理解するこ

とも大切だと考えています。 
 委員御指摘のとおり小学生、若しくは就学前

からスマートフォンを所有する子どもが増加し

ていることについては、今回の調査結果でもネ

ット利用の低年齢化が課題となっています。引

き続きフィルタリングの活用、家庭のルールづ

くりの周知、啓発を進めるような事業にしたい

と考えています。 
御手洗（朋）委員 ありがとうございました。 
 小学生以上になるとネット上のトラブルが、

やはり学校の先生方に保護者を通じて相談があ

ることをよく聞きますが、実際にはネット上で

起きたトラブルなので、どこまで学校が介入す

るのかという議論がずっとあって、今回、部署

は教育委員会なるのでしょうが、それがずっと

放置されたまま、先生方の負担がまた増えてい

る。さらには、ネット上でお金のやり取りもで

きるので、それを使ってお金を要求する、要す

るに恐喝というか、昔で言うかつあげみたいな

ことで、実際にお金をその場で使わなくて、ネ

ット上というか、スマホでやっている事例も起

きていると聞くので、教育委員会とも連携し、

第一義的には子どもたちの安心・安全になると

思うので、是非とも取組をやっていただきたい

と思います。 
福崎委員 私からは３点質疑します。 
 まず予算概要書の３１ページ、おおいたうつ

くし作戦推進事業費についてです。この推進事

業費の中に、新規事業でおおいたうつくし推進

隊を受け入れ先としたＦＡＭツアーの実施とあ

りますが、どこの地域を考えているのか、企画

の内容は今後どのように展開していこうと考え

ているのか、お尋ねします。 
 二つ目は予算概要書３４ページ、国立公園等

施設整備事業費についてです。これも新規事業

として県有施設の整備事業が１億１，２５９万

６千円計上されています。大変申し訳ないです

が、どのような施設があって整備を計画してい

るのか、それから、再エネ等の導入が計画され

ているのか、お尋ねします。 
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 続いて予算概要書４３ページ、ふるさと創生

ＮＰＯ活動応援事業費についてです。私もＮＰ

Ｏ法人に所属していますが、県内のＮＰＯ法人

はいろいろな活動をされています。現在の登録

件数、どのくらいＮＰＯ法人の登録があるのか、

それから活動実績と、簡単に教えていただきた

い。 
 それからＮＰＯ法人の現状、実際どうなって

いるのかということです。そして、このＮＰＯ

法人ですが、会員の高齢化とか構成員の減少な

ど、ＮＰＯ法人の活動も停滞、縮小されてきて

いるのではないかと心配しています。持続的な

活動を支援していくために、県としてどのよう

な取組を考えているのか、特に特化するような

取組があれば教えていただきたいと思います。 
田崎うつくし作戦推進課長 おおいたうつくし

作戦推進事業費についてお答えします。 
 まず、ＦＡＭツアーの企画内容についてです

が、現在県内の環境保全団体において、海外か

らの教育旅行を受け入れて松林の整備体験など

を実施している団体があります。こうした取組

を県内に広げるため、地域の先進的な環境保全

団体を受入先として、海外の教育旅行を取り扱

う旅行会社を招請するＦＡＭツアーを実施した

いと考えています。 
 次に受入先についてですが、県内の環境保全

団体の牽引役であるおおいたうつくし作戦推進

隊は、現在約２５０団体あります。海外からの

受入れを行っている団体と同じく、地域の方々

と一緒になって環境保全活動を長く行っている

団体は数多くあるので、具体的な候補先は今後

そうした団体と議論しながら決定していきます。 
 今後の展開としては、環境保全団体への誘客

を図ることで、地域の活性化や団体の価値の向

上につなげていきたいと考えています。 
浜田自然保護推進室長 国立公園等施設整備事

業について２点お答えします。 
 まず、県有施設の整備事業の内容ですが、牧

ノ戸登山口のトイレの給水施設が老朽化してい

るので、今年度は設計を行って令和６年度から

令和７年度にかけて改修します。令和７年度は

債務負担を取っています。２か年の総事業費は

約２億５，５００万円となります。足場の悪い

箇所での作業となるので、資材運搬のためのモ

ノレールが必要となり、その経費がうち１億２

千万円ほどです。冬季は施工が困難な地域であ

るため、来年３月に着工を予定しています。令

和６度の事業費は、工事前払金として約１億２

００万円を計上しています。 
 もう一つ、九重の登山道の木道の階段が老朽

化しているので、これを改修します。この事業

費としては、約１千万円となります。 
 もう１点、再エネの導入の計画についてです

が、今回の整備は登山口のトイレの給水設備等

の改修なので、再エネの導入については計画し

ていません。 
木内県民生活・男女共同参画課長 私からはＮ

ＰＯ法人の現状等についてお答えします。 
 県内の認証法人数は、令和６年２月末現在４

４０法人となっており、平成２６年度の５０９

法人をピークに減少傾向となっています。認証

法人の活動分野は保健、医療、福祉が最も多く、

次いでまちづくり、社会教育などが多い状況で

す。市町村別で見ると、大分市の法人が１９６

法人であり、全体の約４５％を占めています。 
 ＮＰＯ法人は事業規模なども様々で、自主的

な活動をしているので、全ての活動実績を一つ

にまとめることは難しいですが、県や市町村と

の協働件数について見ると、令和４年度の実績

で１，２８１件となり、令和２年度にコロナ禍

の影響で件数が落ち込んだものの、令和３年度

から持ち直してきており、行政との協働の面で

は順調に活動しています。 
 次に法人の持続的な活動支援の取組ですが、

ＮＰＯ活動を活性化し持続発展させるため、Ｎ

ＰＯを総合的に支援するおおいたボランティア

・ＮＰＯセンターにおいて様々な相談を受ける

とともに、広報など法人のニーズに応じた講座

の開設や会計、労務、税務等の専門家の派遣、

各種助成金の情報提供など、ＮＰＯの自立的活

動基盤の強化に取り組んでいます。さらに、若

い世代の参加を促すため、ＹｏｕＴｕｂｅ動画

を作成し、活動に取り組む人の思いや取組内容

をＰＲしています。今後は、役員の高齢化など
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の課題も踏まえて、後継者の育成をテーマとし

た講座の開催なども検討していきます。 
福崎委員 国立公園については、多分牧ノ戸だ

と思いましたが、よく分かりませんでしたが、

分かりました。ありがとうございます。 
 ＮＰＯ法人については、さきほど言われたよ

うに、高齢化が進む中で、後継者不足というか

事業の引継ぎが大変厳しくなっているかと思う

ので、そこら辺は幅広くＮＰＯ法人の活動を周

知したり、各市町村と連携を取ったりしながら、

大変いい団体なので、その活動が持続的に続い

ていくよう支援をお願いします。 
猿渡委員 私からは２点通告していますが、委

員長、１点追加でよろしくお願いします。 
 生物多様性保全推進事業については、さきほ

どから説明がありますが、希少野生動植物保護

事業費と関連するかと思いますが、自然環境の

保護に取り組んでいる団体に対する助成の内容

について教えていただきたい。 
 ２点目は７７ページ、ダイオキシン総合対策

推進事業費に関わるのかと思いますが、埋設さ

れた２，４，５－Ｔ系除草剤、枯れ葉剤成分で

ある２，４，５－Ｔ系除草剤の処理に向けての

見通しについて説明いただきたいと思います。 
 この問題は２年前の２０２２年２月に、国会

で日本共産党の田村衆議院議員に対して林野庁

長官が、全国４６か所全ての埋設除草剤の撤去

を念頭に取り組むと答弁されています。この年

の２月に、別府市や大分県も九州森林管理局に

速やかな撤去を要望しています。私たち日本共

産党も４月に上京して、リモートも使って林野

庁に要望した経緯があります。その時点では、

撤去に向けてのスケジュール等がまだ具体的で

はなかったですが、その後、何か進んでいるの

か、撤去の方法などについても明らかになって

きているのか、教えていただきたいと思います。 
 ３点目、通告していなくて申し訳ないですが、

さきほどからパートナーシップ宣誓制度につい

てのお話があります。これについては私も大変

よかったと思っていますし、努力いただいたこ

とに感謝しています。 
 そういう中で、性的少数者への理解促進とい

うこともずっと言われていますが、ちょっと気

になったのが、最初に部長に説明いただいた中

でも、７ページの予算のポイントのところで、

男女がともに責任を分かち合いうんぬんという

言葉があります。やはり性的少数者への理解促

進を進めようとしている県として、男女がとも

にというよりも、私は表現として、性別を問わ

ずとか、そういう表現が適しているのではない

かと考えますが、その点どうでしょうか。お願

いします。 
浜田自然保護推進室長 では、自然保護団体へ

の活動支援についてお答えします。 
 団体への支援については、生物多様性保全推

進事業で取り組むこととしています。 
 この事業の概要としては、生物多様性の損失

に歯止めをかけ回復させるため、県独自制度で

ある、おおいたの重要な自然共生地域の拡大や

自然保護団体への活動支援、特定外来生物の生

息状況調査などを行うものとしています。 
 このうち、質疑にあった自然保護団体への活

動支援については、これまでも支援をしていま

したが、支援団体数を今年度の６団体から１０

団体へ拡充し、幅広い団体の活動につなげてい

きたいと考えています。 
 また、団体が調査を行う場合、これまで上限

が５０万円でしたが、これを１００万円へ拡充

して、例えば自然共生地域が国の自然共生サイ

トに認定されるような支援にもつなげていきた

いと考えています。 
北村環境保全課長 ２，４，５－Ｔ系除草剤の

処理に向けての見通しについてお答えします。 
 国は除草剤の撤去に向け、令和３年度以降、

先行して全国５か所のモデル地区で調査を実施、

完了まで数年を要する見込みであり、十文字原

を含むその他の場所での撤去スケジュールは決

まっていないとの回答を受けています。県にお

いては、令和４年２月、令和５年９月にも国に

対して早期撤去と周辺の土壌及び水質の調査に

ついて要望を行ったところです。来年度、国に

おいて水質調査を行う予定と聞いています。県

では引き続き、国の動向を注視しつつ、国に対

して早期撤去等に向けて粘り強く働きかけてい
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きたいと思っています。 
木内県民生活・男女共同参画課長 男女がとも

に責任を分かち合いのところなので、私からお

答えします。 
 県としても、さきほどから申しているように、

性的少数者を含めた多様性は非常に重要なこと

だと考えています。ここに書いている２番の元

気については、現実問題として男女間の格差が

非常に残されている中で、そこを解消すること

が、ひいては男女といった性別を超えた少数者

も含めた方々の活躍しやすい社会になると考え

ていますが、現状ではまだ男女の格差があるの

で、そこをしっかり解消していかなければいけ

ないと書き込んでいます。 
猿渡委員 ありがとうございます。 
 そうおっしゃること、男女という表現は分か

りますが、私はやはり表現にも配慮がいるかと

思います。 
 私は先日、猪の瀬戸湿原の野焼きに参加して、

そこに浜田室長や県の職員も室長以外にも何人

か見えて、室長もリュックに水を入れたシュー

ターをかるって一緒に作業に参加しました。そ

のとき思いましたが、その会の皆さん、本当に

夏の暑いときも年間通していろんな作業をされ

ています。大変高齢の方が頑張っていて、若い

人たちに対する関心を持っていただいて、そう

いう活動に参加していただけるような取組が必

要ではないかなと。そういう点で、やはりＳＮ

Ｓとかインターネットとかを使った情報発信に

県としても努力いただいて、幅広い人に関心を

持っていただけるようなことが大事かなと思い

ますが、その点いかがでしょうか。 
浜田自然保護推進室長 若い人たちの活動への

取り込み方ですが、県では今、オオイタおそと

時間というアウトドア情報に特化したホームペ

ージを立ち上げています。昨年３月に立ち上げ

ましたが、その中で現在まだ掲載はしていませ

んが、野鳥の会のバードウォッチングの記事と

か、そのほか団体が活動する自然観察会などの

情報も今後どんどん掲載していく予定にしてい

るので、そういった場を通じて、幅広い年代に

こういう自然保護の活動に対する興味、関心を

持っていただいて、活動への巻き込みにつなげ

ていきたいと考えています。 
戸高委員 予算概要３６ページ、温泉対策事業

費のおおいた温泉基本計画策定に係る経費につ

いて、これまでの計画で示された温泉の保護と

適正利用の課題について、新たな２０１５年の

策定から９年間、この課題に対してどう対処し

てきたのかが１点。 
 もう一つが同じページですが、温泉資源適正

利用推進事業費。これは今回、大分市というこ

とで報道がなされているとおりであると思いま

す。火山性ではなく非火山性、大分市の特徴的

な温泉についての量が減っているという指摘か

ら、離隔距離の見直しの話も出ていました。そ

の現状と距離の見直しの方向性について、２点

伺います。 
浜田自然保護推進室長 ではまず、温泉基本計

画についてお答えします。 
 温泉は本県にとってかけがえのない財産であ

り、将来にわたり温泉を利用していくため、温

泉資源の衰退化の未然防止を図ることが課題で

あったことから、平成２８年３月におおいた温

泉基本計画を策定しました。 
 本県では、温泉資源保護のため、新たな掘削

を認めない特別保護地域や既存の温泉から一定

の距離内での掘削を認めない離隔距離を設定し

て規制を行っています。平成３０年から３か年

かけて別府市で温泉資源量調査を実施して、調

査結果や専門家の意見を踏まえ、令和４年４月

から新たに二つのエリアを特別保護地域に指定

しています。 
 あわせて、計画策定時の１６地点を３４地点

に拡充し、温度、湧出量、成分等の温泉モニタ

リング調査を継続して行っており、状況変化を

早期に把握するよう努めています。 
 適正利用については、県環境審議会温泉部会

において、専門家の知見や科学的根拠に基づき、

地域の実情や周辺環境への影響等も勘案しなが

ら掘削の可否等を判断しています。今後も温泉

資源量調査や温泉モニタリング調査などにより

大きな変化が認められた場合は、科学的根拠に

基づいた掘削規制を検討していきます。 
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 次に、温泉資源適正利用推進事業についてで

す。別府市の温泉資源量調査以降、他の地域に

おいても近年の温泉利用量の増大に伴い、温度

低下や湯量の減少といった将来にわたる利用へ

の心配が高まっています。現在、規制が最も緩

い一般地域では６０メートルの離隔距離を設け

ていますが、これは火山性温泉の代表地域であ

る別府市での研究成果を基に定めたものです。

このため令和６年度は、地下深くで生成される

ため貯留量の限界を迎えるのが早いとされる非

火山性温泉の代表地域である大分市で温泉資源

量調査を実施します。各泉源の温度、湧出量、

成分等を調査して、規制の検討に向けた基礎デ

ータを収集します。調査後にその結果や専門家

の意見を踏まえ、火山性温泉とは別の離隔距離

を定める必要があるかを検討していきます。 
戸高委員 ありがとうございました。 
 比較的大分県は距離に関しては緩やかであり

ますが、浴湯量についてはかなり厳しい規制が

かかっているというのが私の認識ではありまし

たが、しっかり調査を進めていただきたいと思

っています。 
 それと、さきほど計画策定の話がありました

が、ここの中にも課題が上がっていました。最

近、施設の管理不足によって近隣に迷惑がかか

るといった事例がちょこちょこあり、保健所や

担当課の職員も大変に御苦労されていますが、

実際に本当に営業ができないぐらい雨が降るよ

うな形になるんですね。鉄がちょっと触れると

真っ黒になるということで、最初から車を真っ

黒にしてやっている方もいるぐらいで、ただこ

れを指導、命令しようとしても、実際には温泉

法とか、大分県の温泉法施行条例の柱は、許認

可の業務であるので、そういった管理体制の指

導等は市町村の迷惑防止条例のところで規制す

ればいいではないかという話がありますが、そ

こまで罰則規定はもちろんできない状況になっ

ています。 
 だから、今後計画の策定にあたっても、しっ

かりとした管理の状況を、やはり古い施設が多

くなっていて、廃業した後、そのまま残してい

るケースもあります。しっかりとその点考慮し

て進めていただきたいと思っています。要望で

結構ですので。 
麻生委員 予算概要６５ページの次世代へつな

ぐ食育推進事業費に関して、新年度におおいた

「食」のストーリー継承事業が計上されていま

す。その中に年間を通じた農林水産業体験の実

施であるとか、郷土料理のデジタルブックの作

成が表記されています。予算規模は大変小さい

ですが、大変重要な事業であると思います。ま

ずは内容について御説明願います。 
若松食品・生活衛生課長 おおいた「食」のス

トーリー継承事業は、地域に伝わる優れた伝統

的な食文化の保護、継承を進めるための事業と

なっています。特にこの食育講座ですが、大分

県の豊かな食を支える地域の文化や風土を地域

の食と絡めながら次世代につないでいくことを

目的に実施することを考えています。今年度は

認定１０年目を迎えた世界農業遺産をテーマに

食育講座を開催しました。令和６年度について

は、全国豊かな海づくり大会の開催にあわせて、

大分県の魚食文化をテーマに実施していきたい

と考えています。 
 また、学校給食食育動画作成事業ですが、学

校給食での地産地消を進めていくため、県産品

をテーマとした動画を作成しています。これに

は教育庁に御協力いただいて、全ての栄養教諭

が参加する大分県学校給食振興大会において、

動画の活用方法など周知を行いました。 
 また、１１月にＹｏｕＴｕｂｅの配信を開始

しましたが、その際にも市町村教育委員会、各

小学校校長にもお知らせして、給食時間のみな

らず、家庭科の魚を使った調理実習であるとか、

全校給食集会でも活用していただいています。

来年度から作成する郷土料理デジタルブックに

ついても、教育庁に御協力いただきながら、学

校現場での活用を推進していきたいと考えてい

ます。 
麻生委員 食べることは生きることとも言われ

ていますが、昨年１１月１日のおおいた教育の

日推進大会、以前この場でも申しましたが、そ

のときに飯田高原の蕨原おわての時松さんが、

今のまちの子どもたちはかわいそうだと。余り
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にも不自然な暮らしをしていると。やはり食べ

ることは生きること、その食材がどのようにな

っているか、是非そういった生産に関わる農業

体験をさせることが重要ではないかという言及

もありました。早速こういう事業を実施してい

ただくわけですが、これを是非点ではなく面に

広げてやっていく工夫も大事だろうと思います。 
 また、観光についても何にしてもこと消費だ

という中で、郷土料理が地方創生の核となる最

も重要なものの一つであることは皆さん共通の

認識だろうと思います。そういう中にあって、

地域の誇り、料理を通じた誇り、その食材とい

ったものをいかに生み出していくかで郷土料理

のデジタルブックを作成するということですが、

これに関しては私も以前に提案して、早速実現

するわけです。平松知事時代の一村一品運動の

食生活改善推進員が作っておられたすばらしい

郷土料理のレシピ本が県立図書館に所蔵されて

いるわけで、こういったものをしっかりデジタ

ルブックにする。あわせて、作るのが目的では

なしに、いかに活用していくか。教育委員会と

の、あるいは学校現場との連携を図るというこ

とですが、学校栄養士との連携もしっかりして

いただくと同時に、最近は地域の公民館で男性

料理教室をやったり、いろんなこと、あるいは

プロの方々にも郷土料理のレシピがあるよとい

う形でいかに活用していただくか、それが地域

の元気の源になる形にまで続けていただくこと

を強く要望して終わります。 
森委員長 以上で事前通告者の質疑を終了しま

した。 

 既に予定の時間を迎えています。ここでどう

しても質疑のある方は、挙手をお願いします。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに質疑もないので、これで生活

環境部関係予算に対する質疑を終わります。 

 暫時、休憩します。 

  午後０時０１分休憩 

――――――――――― 

午後１時００分再開 

阿部（長）副委員長 休憩前に引き続き、委員

会を開きます。 

 これより、商工観光労働部関係予算の審査に

入りますが、説明は主要な事業及び新規事業に

限り簡潔かつ明瞭にお願いします。 
 それでは、商工観光労働部関係予算について、

執行部の説明を求めます。 
利光商工観光労働部長 第１号議案令和６年度

大分県一般会計予算のうち、商工観光労働部関

係について御説明します。なお、本日はＳｉｄ

ｅＢｏｏｋｓ（サイドブックス）のページ通知

機能を使用するので、タブレット画面右下に青

い通知が出たらタッチしてください。 
 それでは、資料の５ページをお開きください。 
 まず、令和６年度商工観光労働部当初予算の

概要について御説明します。県内の景気は緩や

かな回復基調が続いているものの、物価高の継

続は県民生活や事業活動を圧迫しており、回復

しつつある景気への影響を注視していく必要が

あります。こうした中、県経済を民需主導の自

律的成長路線へと戻すためには、賃金と物価の

好循環をつくり出すことが重要です。そのため、

商工観光労働部では物価上昇に見合う賃上げ等

の環境づくりを進めます。また、力強く元気な

経済を創出するため、中小企業の経営基盤強化

や観光誘客の促進等を図るとともに、深刻化す

る人手不足へ対応するため、人材の確保・育成

等に取り組みます。さらに、製造業の国内回帰

の動きを踏まえた企業誘致の加速化や先端技術

を活用した新産業の創出、ＧＸの推進等に取り

組みます。 
 次に、予算の全体像について御説明します。 
資料の６ページをお開きください。 

 上の表の中ほど、商工観光労働部①を御覧く

ださい。表の左から２列目、予算額（Ａ）欄の

とおり人件費が２１億６，４０７万９千円、事

業費が７８１億８８１万４千円、計８０２億７，

２８９万３千円となっています。これを、右か

ら３列目の５年度７月現計予算額（Ｂ）の計９

５４億１７０万６千円と比較すると１５１億２，

８８１万３千円の減となります。主な要因とし

ては、県内中小企業の資金繰りを支援する県制

度資金の貸付原資の預託等を行う中小企業金融

対策費が、利用先の償還が進んだことにより１
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１０億９，３２５万８千円の減額となったこと

によるものなどです。 
 次に、下の表を御覧ください。県の一般会計

予算額に占める商工観光労働部予算額の構成比

です。上段の令和６年度当初予算額で見ると、

左から３列目の計欄にあるように１１．６％と

なっています。 
 それでは、来年度の個別事業について主なも

のを御説明します。２６ページをお開きくださ

い。 
 中小企業金融対策費６８５億１，３５２万８

千円です。中小企業・小規模事業者の資金繰り

支援や再活性化に引き続き万全を期す必要があ

るため、来年度の県制度資金の新規融資枠につ

いては２７ページの事業概要欄の表の右下、計

にあるとおり今年度と同額の８００億円を確保

しています。令和６年度の新設資金としては、

２６ページの事業概要欄の表の中ほど、チャレ

ンジ中小企業応援資金おおいた未来創造融資を

創設します。これは、コロナ禍を経て新事業や

設備などの投資を検討する中小企業・小規模事

業者が増えていることから、県の補助金等、各

種支援策と一体的に利用する際に必要となる資

金調達を支援するものです。 
 ３８ページをお開きください。 
 事業名欄の上から２番目、グリーン・コンビ

ナートおおいた創出事業費１億３，５６０万６

千円です。本事業は、大分コンビナートのカー

ボンニュートラルと持続的発展の両立を実現す

るため、本年１月に産学官連携で取りまとめた

「グリーン・コンビナートおおいた」推進構想

の実現に向け、水素の供給・利活用やカーボン

リサイクルなどに関する企業間連携プロジェク

トを促進すべく、民間実施の実証事業などに対

し助成するものです。 
 ４０ページをお開きください。 
 事業名欄の一番下、エネルギー関連産業成長

促進事業費２億４，８５９万４千円です。本事

業は、県内のエネルギー関連企業や大学、行政

機関等で構成する大分県エネルギー産業企業会

を中心に、研究開発から人材育成、販路開拓ま

で切れ目なく支援し、県内エネルギー関連産業

の成長を後押しするものです。当初予算では、

新規事業として大分県版水素サプライチェーン

を構築するため、水素の製造から運搬、利活用

に関わるモデル構築に向けた調査を実施します。

また今後、商用化が期待される燃料電池トラッ

クの導入を新たに支援するとともに、既に市場

投入されている燃料電池乗用車等の導入や水素

充填インフラの整備を引き続き支援し、水素の

需要と供給をバランスよく立ち上げていきます。

さらに、本県の地熱は発電電力量日本一を誇る

豊富な資源であり、安定供給が可能なことから、

地熱利用設備の導入支援等を通じて広く県内へ

の普及を図ります。 
 ５１ページをお開きください。 
 事業名欄の上から２番目、中小企業等ＤＸ促

進事業費１，９８１万８千円です。本事業は、

生産性向上に向けてデータに基づく経営を行う

中小企業の創出を推進するため、データ経営の

普及に向けた支援人材の育成を図るとともに、

ＤＸ支援事業者と中小企業との交流を促進する

ものです。具体的には、データを活用した経営

の実現を図るため、データ活用のノウハウを有

する外部専門家と商工団体職員などの支援者が

一緒に企業を訪問して伴走支援を行う実践型の

研修プログラムを実施します。このほか、民間

企業同士の自発的連携につなげるための交流イ

ベントを実施します。中小企業白書によると、

データに基づく経営を行う企業は生産性や売上

向上につながるものとされています。本事業に

より、商工団体職員などの支援人材がデータ経

営の普及に向けた支援ノウハウの強化を図ると

ともに、データ活用の実践事例の創出・情報発

信を行い、県内企業のＤＸによる生産性向上に

つなげていきます。 
 ５８ページをお開きください。 
 事業名欄の一番上、先端技術挑戦プロジェク

ト産学連携創出支援事業費５，４０４万３千円

です。本事業は、ロボットやＡＩなどの先端技

術を活用し、新産業創出や地域課題の解決を図

るため、産学連携による先進的プロジェクトに

挑戦する県内企業を支援するものです。具体的

には、県内企業が大学などの高等教育機関と連
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携した新産業創出に向けた研究開発を後押しし

ます。新たに事業可能性調査に対する支援制度

を創設するほか、研究開発の実態にあわせ支援

期間を最大３年間にするとともに補助率を引き

上げ、支援額を拡充します。また、進展が著し

い先端技術の動向やその市場性について調査を

行う先端技術研究会を先端技術挑戦協議会内に

新たに設置し、取組の戦略的な展開を図ります。

加えて、先端技術挑戦フォーラムを開催し、県

内企業の研究成果の事例発表や展示、マッチン

グ相談ブースの開設などを行い、県外企業等と

のネットワーク強化につなげます。こうした取

組により県内企業の先端技術への挑戦意欲を後

押しし、県経済の成長につなげていきます。 
 ６８ページをお開きください。 
 事業名欄の一番上、県産加工食品海外展開サ

ポート事業費６，１７０万８千円です。本事業

は、県内中小事業者が製造する加工食品の輸出

を促進するため、ジェトロ大分や中小企業基盤

整備機構等の関係団体との連携を強化し、海外

展開の段階に応じた切れ目ない支援を実施する

ものです。具体的には輸出に取り組む事業者に

対し、国・地域別バイヤー商談会の開催や海外

展開経費への助成等によりワンストップで支援

します。また、県内の加工食品輸出高の約６割

を占める酒類のさらなる販路開拓に向け九州の

他県と連携し、米国等において大分県産酒のプ

ロモーションを実施します。 
 ７４ページをお開きください。 
 事業名欄の上から３番目、企業立地促進事業

費１６億７，２７３万６千円です。本事業は、

戦略的・効果的な企業誘致を推進するため、誘

致企業の設備投資及び雇用創出の一部に対して

助成するものです。来年度は、企業立地促進事

業費補助の新たなメニューとして二酸化炭素の

多排出事業者等の脱炭素化を支援するＧＸ投資

促進補助金を創設します。水素の供給や二酸化

炭素の利活用等に資する設備整備等が完了した

後、補助率３分の１で１０億円を上限に助成し

たいと考えています。この制度をコンビナート

企業等へ積極的にＰＲしながら、脱炭素化に向

けた大規模投資を本県に呼び込んでいきます。

また、新たに各市町村が選定した工業用地候補

地のうち大規模なものについて、規制状況や産

業用地としての優位性等について分析調査を実

施します。さらに、民間が所有する土地や工場

跡地などの情報を収集し、早期進出を希望する

企業への対応も図ります。 
 その下、工業団地開発推進事業費１０億５，

１８４万２千円です。本事業は、企業立地を促

進するため、市町村等と連携して工業団地の整

備を促進するものです。不足する産業用地を確

保するため、工業用地候補地について市町村等

が行う地質調査や進入路などの整備に係る費用

について補助を行います。特に、令和６年度か

らの３年間を適地確保対策に係る加速化計画期

間と定め、新たに工場用地の整備に必要な基本

設計や用地測量等の経費を補助対象に追加する

とともに、これまで２分の１であった補助率を

３分の２に引き上げ、集中的かつ迅速に工業用

地確保を促すこととしています。 
 ８８ページをお開きください。 
 事業名欄の一番下、中小企業等業務改善支援

事業費６，６００万円です。本事業は、生産性

向上による持続的な賃上げを実現していくため、

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた県内

の中小企業等が行う設備投資等を支援するもの

です。厚生労働省の業務改善助成金の採択を受

け、賃上げ及び業務改善のための設備投資等を

行った県内中小企業等に対し、引き続き県独自

の奨励金を支給することで事業者負担の軽減を

図り、中小企業・小規模事業者の賃上げを後押

しします。 
 ９６ページをお開きください。 
 事業名欄の上から２番目、インバウンド推進

事業費２億８，７９６万９千円です。本事業は、

コロナ禍前の水準を取り戻しつつあるインバウ

ンド需要の本格復活に向け、東アジアのリピー

ト層に加え欧米豪等からの誘客を図るため、国

・地域ごとのニーズに応じた情報発信や誘客対

策を行うものです。市場別の誘客対策では、コ

ロナ禍前に比べ訪日客が大きく伸びている米国

からの誘客を強化するため、現地旅行会社への

セールス活動や情報発信等を行う戦略パートナ
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ーを新設します。また、大阪・関西万博をイン

バウンド誘客の絶好の機会と捉え、欧米豪など

体験型観光への関心が高く観光消費が旺盛な地

域からの誘客を強化するため、観光コンテンツ

の高付加価値化にも注力します。さらに、九州

の東の玄関口としての地の利もいかして瀬戸内

地域等とも連携を図りながら、広域的な誘客対

策を強化します。 
 その下、ツーリズム推進基盤強化事業費９，

５５５万円です。本事業は、観光客の受入れ強

化のため観光統計の分析を行うとともに、アド

ベンチャーツーリズムの推進や着地型旅行商品

の造成等に取り組むものです。具体的には、ス

マートフォンの位置情報や検索履歴などのビッ

グデータを活用し、観光客の興味関心や行動履

歴、消費動向、さらには県民への観光客受入れ

に対する意識調査を行い、その分析結果を市町

村や観光事業者等と共有することで戦略的な観

光マーケティングにつなげます。また、アドベ

ンチャーツーリズムの推進については、昨年８

月から募集を開始したアウトドアガイド認証制

度への登録を引き続き推進し、安心安全にアウ

トドア活動を楽しめる環境づくりに努めるとと

もに、動画作成による情報発信やガイドの確保、

育成に取り組みます。さらに、自然や歴史・文

化などの地域資源をいかした体験型観光コンテ

ンツの創出に取り組む事業者も支援します。 
 なお、今定例会においておんせん県おおいた

アドベンチャーツーリズム条例が可決されてお

り、執行部としてもしっかり取り組んでいきた

いと考えています。 
阿部（長）副委員長 以上で、説明は終わりま

した。 
 これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。答弁は挙手し、私から指名を

受けた後、自席で起立の上、マイクを立てて簡

潔明瞭に答弁願います。 
事前の通告者が９名います。それでは順次指

名します。 
堤委員 まず、２７ページの中小企業金融対策

費で、新型コロナウイルス感染症緊急対策特別

資金と利子補給制度のがんばろう！おおいた資

金繰り応援資金について、昨年１２月までの代

位弁済が８４件で約５億円となっていますが、

コロナ禍での経営回復が厳しい状況が見てとれ

ます。だからといって貸出し条件を厳しくして

はなりません。金融機関、保証協会での審査の

現況を伺います。 
 次に５１ページ、中小企業等ＤＸ促進事業費

についてです。このデータ管理による生産性向

上策や、中小企業等業務改善支援事業など中小

企業向けの施策がいろいろありますが、あまね

く中小企業が活用できる状況ではないですね。

大分県内の中小企業にＤＸを広く進めるための

方策はどのようなものがあるのか。 
 三つ目は、７４ページの企業立地促進事業費

についてです。ダイハツ九州株式会社の工場閉

鎖による地域経済の衰退が非常に心配されます。

生産は一部再開しましたが、従業員や下請事業

者は不安だと思います。さらには中津市内の飲

食店業者や下請以外の事業者にもその影響は生

じています。会社に対し、その対策をどう要請

しているのか。また、その実態はつかんでいる

のでしょうか。 
 次に、８１ページの働き方改革推進・支援事

業費についてです。トラック等労働者の残業上

限規制について、ドライバーの高齢化や低賃金

による長時間労働で本当に厳しい状況です。高

知県では特定最低賃金を定めていますが、この

ような底上げをする議論はしているのか。また、

荷積みや荷下ろしなどの附帯業務が実質的には

ドライバーが引き受けざるを得ない商慣習とな

っています。さらには、いわゆる買いたたきに

よって高速道路の使用を控えざるを得ない状況

などもあります。こういう長時間労働の要因是

正について、荷主の協力も必要ですが、そうい

う対策を協議しているのか。 
 最後に、おおいた旅割について。２月２６日

に、電子化した後の紙の満喫クーポンが大量廃

棄されている現場を県民が目撃しています。電

子化後の処理であったとしても、これだけの紙

を税金で印刷し、それを廃棄することは問題が

あると思いますが、その対応及び今後の対処は

どうか。 
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平山経営創造・金融課長 中小企業金融対策費

についてお答えします。 
 県では、大分県中小企業サポート推進会議や

年末、年度末の依頼文書等により県制度資金の

取扱い金融機関や県信用保証協会に対し、既存

融資に係る返済期限の延長や元金返済猶予等の

実情に応じた最大限柔軟な資金繰り支援を行う

よう要請しています。 
 日本銀行大分支店の昨年１２月の短観による

と、金融機関の貸出態度判断ＤＩにおいて県内

企業１５４社のうち貸出態度が緩いと答えた企

業の割合から、厳しいと答えた企業の割合を差

し引いた指数は全体でプラス１５ポイントとな

っており、県内金融機関の貸出態度は緩い状況

で推移しています。また、大分県信用保証協会

では令和６年２月末現在における今年度の保証

申込みに対し、ほぼ全ての案件で保証承諾が行

われています。今後も、制度資金の周知による

利用促進を図ることにより、引き続き中小企業

・小規模事業者の資金繰りをしっかりと支えて

いきたいと考えています。 
木部ＤＸ推進課長 ＤＸを広く県内の中小企業

に進めるための方策についてお答えします。 
 県内企業のＤＸに向けた取組は多様であり、

各段階に応じた施策が必要と認識しています。

県内企業からは、人材不足や人材を育成する余

裕がない、デジタルツールが整備されていない

という声を聞いています。このような企業に対

し、予算概要書５１ページの中小企業等デジタ

ルスキル向上支援事業費により支援をします。

具体的には、ＳａａＳと呼ばれるインターネッ

トを介して安価に取得できるデジタルツールの

導入を支援するもので、ツールの初期設定や社

員のデジタルスキルを向上させる取組をサポー

トします。来年度は、今年度の６０社から９０

社に拡大して支援します。 
 また、人手不足の中、より多くの企業の省力

化や生産性向上の取組を後押しするため、令和

５年度１２月補正予算で議決いただいた中小企

業等省力化・生産性向上支援事業により、国の

ＩＴ導入支援事業費補助金を活用する企業に対

し上乗せ補助を行い、ＩＴツール等の導入費用

を支援します。このような取組により、広く県

内企業のＤＸに向けた取組を支援します。 
足立企業立地推進課長 ダイハツ九州の工場閉

鎖による地域経済の心配、その対策について会

社への要請、実態の把握について御質疑をいた

だきました。不正が発表されてすぐに、また生

産の一部再開後にダイハツ工業とダイハツ九州

に対し知事から、取引先への影響が心配される

ので丁寧に対応を進めるよう要請しました。そ

の後も各種相談窓口の設置や制度説明会の実施、

下請企業への訪問や関係市からの聞き取り等に

より実態把握に努めるとともに、聞き取った情

報については適宜ダイハツ九州に伝え、丁寧な

対応を求めています。 
伊達雇用労働政策課長 トラック等労働者の残

業上限規制について、特定最賃を定める議論及

びドライバーの長時間労働の要因である荷積み、

荷下ろしの商慣行是正についての荷主との協議

についてお答えします。 
 まず、特定最低賃金の設定については、最低

賃金法第１５条の規定に基づき、特定の業種に

係る労働者又は使用者の代表が労働局長に申し

出ることにより、最低賃金審議会での議論が開

始されることとなりますが、現在のところ、運

送業についてそのような動きがあるとは聞いて

いません。 
 次に、ドライバーの長時間労働の要因是正に

ついて、県は直接荷主との協議は行っていませ

ん。ただし、令和５年９月補正予算において、

企画振興部で措置した貨物自動車運送業環境改

善緊急支援事業において、荷主との価格交渉を

行うこと、賃金水準向上、就業環境整備などの

労働条件改善の取組を行うことを要件に支援金

を支給し、トラック事業者の適正な運賃収受と

労働環境の改善に向けた取組の後押しを行いま

した。加えて、働き方改革セミナーにおいて法

制度の周知や長時間労働改善などの啓発を行う

とともに、社会保険労務士などのアドバイザー

から参加企業に対し具体的な助言を行いました。

また、今年２月に開催した労働講座では、２０

２４年問題を前に押さえておきたい労働法のポ

イントとして弁護士を講師に法改正の詳細な解
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説を行うなど、周知啓発に努めました。令和６

年度においても、大分労働局とも連携を取りな

がら引き続き、長時間労働の改善についての周

知啓発に取り組んでいきます。 
安田観光誘致促進室長 おおいた満喫クーポン

の紙廃棄の対応及びその後の対処についてお答

えします。 
 新しいおおいた旅割は、令和３年３月から令

和５年１０月末まで約２年７か月にわたって実

施し、その間、新型コロナウイルスの感染拡大

に伴う中断や再開、さらにはたび重なる制度改

正や延長の中で実施してきました。この間、３

２回にわたって満喫クーポンの印刷を行い、最

終的には合計約１，００２万枚を印刷していま

す。満喫クーポンを使用する際の流れとしては、

事業に参画した宿泊施設に対して事務局から事

前にクーポンを送付し、宿泊施設が対象の宿泊

者に配布します。宿泊者は受け取ったクーポン

を登録店舗で使用し、その登録店舗が事務局へ

の請求時に必要な書類として使用済みのクーポ

ンを送付します。事務局は使用したクーポンの

実績を確認の上、使用済みクーポンをデータ保

存した上で廃棄を行っています。このうち、宿

泊施設へ事前に送付するクーポンは配布時に不

足が生じるなど、対象宿泊者が不利益を被るこ

とがないよう、余裕を持って枚数を送付してい

ます。 
 今回、御指摘の満喫クーポンの廃棄について

は、宿泊施設において結果的に配布されなかっ

たクーポンを事務局が回収したものと、事務局

に保管していた在庫分を合わせて約１２７万７

千枚です。事業終了までの期間を踏まえて、こ

ういったクーポン等を長期間保存することは経

費的にも非効率であるため今回、専門事業者に

廃棄を依頼して２月２６日に事務局から搬出、

同日に廃棄処分を行ったものです。クーポンに

ついては未使用であることを事務局で確認した

上で処分しており、廃棄自体は問題ないことを

確認しています。 
 ただ、この搬出作業において、非常に人通り

の多い場所で、かつ県民の皆様が誤解や不信感

を抱く表記を伴う廃棄方法であったことは配慮

に欠けていたものと認識しており、先般、事務

局に対して厳重に注意しました。なお、全国旅

行支援終了後の反動減、また、県内観光消費拡

大を目的に実施してきた旅得キャンペーンにお

いては令和５年１２月のスタート段階から電子

クーポンのみの対応として、紙クーポンは発行

していません。今後、仮にこういった同様の事

業を実施する場合、ＤＸの観点からも電子対応

での事業構築を行うことが基本になると考えて

います。 
堤委員 融資の問題について、保証協会で保証

承諾されると金融機関から融資を受けやすくな

るよね。そういう中で、コロナで非常に困窮し

ている中小企業がかなり多いわけね。そういう

ところに対して、やはり保証協会が保証してち

ゃんとする姿勢を今後とも続けていただきたい

と思っています。 
 あとＤＸの関係でね、多分１万数千社の中小

零細企業があると思いますが、そういう中から

さきほど６０社とか９０社とか数字が出てまし

たが、やはり幅広く底上げをしていかないと。

ＤＸができるところはいいけど、伴走支援でツ

ールを入れましょうと、頑張っているところは

頑張ってもらえばいいけど、それすらできない

末端の中小零細事業者も結局、賃上げをしてい

かなければ大分県全体の景気はよくならないわ

けだから。あまねく１万数千社に対する施策は

あるのかなといつも思いますが、そこら辺がも

しあれば教えてください。 
 それと、トラックの残業規制については、是

非荷主との協議をしてほしい。県として直接し

ていないようですが、そこが一番大事です。荷

主が変わらなければ、単価を上げなければどう

しようもないわけだから。それも是非、県とし

てもそういう取組はやっていただきたい。 
 最後のおおいた旅割は分かりました。これか

らはそういうことがないように、是非注意して

ください。 
木部ＤＸ推進課長 御質疑いただいた県内ＤＸ

を進めるにあたっての中小企業の幅広い底上げ

の対応についてです。 
さきほども御説明しましたが、国のＩＴ導入
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支援事業費補助金がありますが、その対象が会

計とか受発注とか、決済システムとかそういう

ものの導入等を支援するものです。県の中小企

業等省力化・生産性向上支援事業では、その補

助金の採択を受けた企業に対し、賃上げ枠とし

て国に上乗せする形で県が４分の３まで補助率

を引き上げるものですが、この事業費自体は全

部で１２月補正のときに４億４千万円を組んで

います。ロボットの補助も合わせて４億４千万

円あるので、これを活用して県内企業の底上げ

をやっていきたいと考えています。 
堤委員 では、よろしくお願いします。 
 さきほどダイハツ九州の件で聞くのを忘れて

いました。中津市とか下請企業だけではなく、

その関連する事業者に対する聞き取りとかも行

っているのかを聞きます。 
足立企業立地推進課長 製造業以外の中小企業 
、飲食業等への聞き取りによる実態把握ですが、

企業誘致の立場で申しますと、なかなかそちら

には聞き取りができていない状況ですが、製造

業の方から話を聞く限り、従業員が、例えばお

昼に行く飲食店などへの影響は少ないとのこと

です。 
金子工業振興課長 関連ですが、広く聞き取り

を行ってはいませんが、１２月２５日に経営金

融の相談窓口を設置しており、また、県の産業

創造機構とか大分県の自動車関連企業会で窓口

を設けていて、事業者の困り事など、幅広く相

談を受ける体制を整えています。引き続き、国

や関係自治体と密に連携しながら、県として必

要な対応を進めていきたいと思っています。 
吉村（哲）委員 私から４点伺います。 
 まず、３０ページの大分発ニュービジネス発

掘・育成事業費です。昨今、ビジネスコンテス

ト等でベンチャー企業を支援していると思いま

すが、補助金等を交付後、事件や事故につなが

っているケースが見受けられます。今後、どの

ように再発防止に取り組むのか伺います。 
 ２点目、８８ページの就職氷河期世代支援事

業費についてです。現在の県内の状況と今後の

取組に向けての課題等について伺います。ここ

４、５年取組を進めていただいていると理解し

ていますが、その中で現状も変わっていると感

じています。支援に必要な人材や、その資格等

も変わっていると思うので、そういった部分を

伺えればと思います。また、場合によっては福

祉等の他部局との連携も必要だと思っているの

で、その辺の考えがあれば伺います。 
 三つ目が９４ページ、宿泊業経営力強化加速

化事業費について、具体的な事業の取組を伺い

ます。 
 最後に９３ページ、国内誘客総合推進事業費

について。デスティネーションキャンペーン（

ＤＣ）では県内の市町村をさらに巻き込んでい

く必要があるかと思いますが、その取組につい

て伺います。 
平山経営創造・金融課長 大分発ニュービジネ

ス発掘・育成事業では、ビジネスプラングラン

プリ審査会において新規性、成長性などが評価

された優秀なプランに対し、翌年度にその事業

化に要する費用に対して補助をしてきました。

報道されている企業は、平成３０年度のビジネ

スプラングランプリで優秀賞を受賞しており、

子ども難病ナビのソフト開発に対し補助金５０

０万円を交付しています。 
 令和５年度にこの事業のリニューアルをした

ため、今後はこの補助金の執行はありませんが、

今回の件を十分念頭に置きつつ、今後の補助事

業の執行については規則、要綱に基づく補助金

の交付手続を引き続きしっかり行っていきたい

と考えています。 
伊達雇用労働政策課長 就職氷河期世代支援事

業費についてお答えします。 
 就職氷河期世代への支援については、令和２

年６月に県の関係部局や労働局、経済団体、就

労支援機関などで構成するおおいた就職氷河期

世代活躍推進支援プラットフォームを設置し、

令和４年度までの３年間を第１ステージとし、

不安定就労や長期間無業の方、また、社会参加

に向け丁寧な支援を必要とするひきこもりの方

などに対する支援に集中的に取り組んできまし

た。その結果、３年間の求人開拓数の累計は９

９７件、正社員就職件数は４，４５５件となり、

不安定就労の方への支援は進みましたが、長期
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間無業や社会参加に向け丁寧な支援を必要とす

る方には、より一層の支援が必要な状況です。

このため、令和５年度から６年度までを第２ス

テージと位置付け、新たな事業実施計画を策定

し、就職氷河期世代の活躍の機会が広がるよう、

効果的かつ継続的な取組を推進しています。 
 まず、長期間無業の方に対しては、国が運営

する地域若者サポートステーションにおいて、

キャリアコンサルタントによる相談対応や職場

体験などを実施するなど、きめ細やかな支援を

実施しています。さらに、社会参加に向け丁寧

な支援を必要とする方に対しては、生活環境部

が設置するおおいたひきこもり地域支援センタ

ーにおいて臨床心理士などの有資格者による相

談や家族へのサポートなど、個別の状況に応じ

た支援を行っています。なお、不安定就労の方

もまだ相当数いるため、本事業において支援員

を２人配置し、企業訪問による求人開拓を行う

ほか、ジョブカフェおおいたによる就職支援や

ハローワーク専門相談窓口での職業紹介などを

活用し、引き続き正社員就職に取り組みます。 
 また、生活困窮者等には社会福祉協議会など

に設置している自立相談支援機関が、個々の状

況に応じた生活訓練や技能習得など一般就労に

向けた伴走支援を行っており、福祉保健部が配

置している就労訓練アドバイザーが訓練先の開

拓や事業所への助言などの役割を担っています。

今後も、関係機関や関係部局と連携し、就職氷

河期世代に対する効果的な支援を実施します。 
佐藤観光政策課長 宿泊業経営力強化加速化事

業のうち、人材確保支援事業の具体的な事業内

容について御説明します。 
 大きく三つの取組を考えていますが、一つ目

は、宿泊事業者に対し賃金や労働時間など従業

員の待遇改善、働き方改革の取組を推進すると

ともに、外国人材の採用や若者に有効なＳＮＳ

の積極的な活用など、採用に向けた意識改革や

新たな取組を促すセミナーを実施します。 
二つ目は、宿泊事業者と観光や調理を学ぶ専

門学校の就職担当者とのマッチングを実施し、

これをきっかけに継続したインターンシップの

受入れや、それぞれの学校での企業説明会等の

採用活動につなげていきたいと考えています。  
三つ目は、昨年、別府市旅館ホテル組合連合

会がベトナムの大学と人材確保に向けた協定を

締結したことを受け、ベトナムからのインター

ンシップを受け入れる事業者が行う採用面接や

入国手続等の支援、また、実際に大分に来た学

生への生活の困り事相談や地域との交流等のフ

ォローアップを実施したいと考えています。 
 このほか、自動精算機や配膳、お掃除ロボッ

トの導入など、業務省力化のための機器導入支

援も実施することで、人手不足対策の事業効果

を高めていきたいと考えています。 
安田観光誘致促進室長 デスティネーションキ

ャンペーンにおいて、県内市町村をさらに巻き

込む取組についてお答えします。 
 デスティネーションキャンペーンの成功に向

けては、実行委員会メンバーでもある市町村や

観光関係者はもとより、県全体で取り組んでい

くことが重要と考えており、特に市町村との連

携は不可欠となります。これまで市町村や観光

協会、民間事業者と共に新たな観光コンテンツ

の磨き上げやサービスの創出を図るほか、市町

村と共に地域におけるデスティネーションキャ

ンペーン期間中の特別イベントの開催や、おも

てなし活動の充実、受入体制の整備などにも取

り組んできました。また、２月には大阪駅を中

心に県内１０市町村と共にＤＣのＰＲイベント

を開催したほか、その前後になりますが、大分

市と都市圏域圏の市町による物産観光フェアや

民間事業者によるキャラバンを実施するなど、

大阪方面で約２週間にわたる集中的なプロモー

ションを実現しました。 
 いよいよ４月１日からスタートするデスティ

ネーションキャンペーンですが、既に中津市と

玖珠町においては体験プログラム、やばはく２

０２４が今月から開催されているほか、４月６

日に開催するデスティネーションキャンペーン

のオープニングイベントでは、大阪からの団体

臨時列車のお迎えや観光ＰＲなど、市町村と一

緒になって盛り上げていきたいと考えています。

また、ＤＣ期間中には例年よりも規模を拡大し

て、４月１日から開催される別府八湯温泉まつ
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りを皮切りに、豊後高田市のレトロボンネット

バスの乗車体験や、豊後大野市と竹田市でのく

らくらくら祭２０２４、さらに大分市や佐伯市

でのバルの開催、４月２６日から運行開始され

る特急「かんぱち・いちろく」の停車駅になる

各市町村、久大本線沿線になりますが、そうい

ったところの市町村によるおもてなしの活動が

予定されています。 
 県としては、こうした市町村による取組はも

とより、県内各地を巡る日帰りバスツアーやデ

ジタルスタンプラリー、さらにはカルチャーイ

ベント等を通じて県内各地への周遊を促進する

ほか、ＤＣ期間が終了しても継続実施するオフ

ろう！歩いて楽しむ！福岡・大分観光キャンペ

ーンを含め、市町村との連携を密にして県全体

への効果の波及に取り組んでいきたいと考えて

います。 
吉村（哲）委員 ニュービジネスに関しては、

しっかり職員がその都度関わりを深く持ってい

くことも重要なのかなと思います。受賞して終

わりではなく、しっかりと関わりを持てるよう、

今後も継続いただければと思います。 
 就職氷河期世代については、様々御支援をい

ただきありがとうございます。正に人手不足の

中で、この就職氷河期世代という言葉そのもの

も使われることが少なくなってきたなと思って

います。今、課長から答弁いただいたように無

業、長期無業の方等がまだ残っていると理解し

ています。そういった中で、様々な統計等によ

ると賃金の差が埋まっていないようです。他の

世代とだいぶ並んできたのではないかと思いま

すが、賃金の差が埋まらずに苦労されていると

いう話をよく耳にします。 
 また、統計によると氷河期世代のうち１８４

万世帯がマイホームを一生持つつもりがないよ

うですが、これから先の非常に大変な課題なの

かなと思います。ゆえに、さきほども他部署の

連携をお願いしたところです。時代で課題が変

化していくと思うので、これからもしっかり検

証しながら進めていただければと思います。 
 ＤＣに関してはいろんな方に関わるので詳し

くは話しませんが、実施されることは知ってい

ても県が何をやるのかよく分からないという声

を、周辺の市町村からたまに耳にします。さき

ほどお話しいただいたように、既に１か月を切

っている状況の中で、やはりレガシー等をつく

るのも大事だし、アフター対策も非常に重要だ

と思いますが、まずは来ていただく、そして受

け入れる側がしっかり盛り上がっていくのが重

要だと思います。取組をしていただいているこ

とは重々承知していますが、その上で残りの期

間、より多くの人に来ていただけるよう、さら

に各市町村と連携いただければと思います。 
木田委員 予算概要書８１ページの款項目の目、

労働福祉費についてお尋ねします。 
県では、労働者協同組合法に基づくワーカー

ズコープに対する支援をどのように取り組んで

いるのでしょうか。県内での団体数や、どのよ

うな分野で活動が展開されているのでしょうか。

また、地域課題の解決等についてマッチング支

援を行うなども取り組んでいるのかお尋ねしま

す。 
 もう一点、５８ページの次世代空モビリティ

産業促進事業費についてです。いわゆる空飛ぶ

車の開発事業参入に挑戦する県内企業を支援す

るとなっていますが、最終的に大分県が空飛ぶ

車の生産拠点になることを前提として、その対

象企業と協定などを結ぶことになっているのか

お尋ねします。 
伊達雇用労働政策課長 令和４年１０月に労働

者協同組合法が施行され、新たに労働者協同組

合という法人組織が創設されました。 
労働者協同組合については、法の施行後、県

のホームページやＮＰＯ法人を対象としたメー

ルマガジン、市町村や県、関係機関担当者を対

象とした説明会などにより制度の周知を図って

いますが、法の施行から約１年ということもあ

り、現在のところ県内における設立例や他の法

人組織からの組織変更の例はありません。他県

での設立例を見ると、地域における多様な需要

に対応した事業に労働者協同組合として取り組

む、いわゆるマッチングといった事例もあるこ

とから、今後、広報紙等も活用して幅広い周知

を行っていきます。さらに、行政機関やＮＰＯ
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法人に加え、自治会、福祉関係団体、地域で活

動する団体などを対象に、労働者協同組合のメ

リットや設立の手続、相談窓口などを分かりや

すく紹介するセミナーを開催していきます。ま

た、労働者協同組合の設立の相談があれば、事

業計画の策定や規定の整備等について、他県で

支援を行った実績のある関係機関とも連携して

支援を行っていきます。 
 なお、ワーカーズコープは昭和６１年に設立

された日本労働者協同組合連合会に加盟する団

体が呼称として従来から使用していて、企業組

合、有限会社などの法人組織が加盟しています。

県内にはワーカーズコープに加盟する事業所な

どが８か所あり、その内訳はタクシー事業者が

３社、企業組合、ワーカーズコープセンター事

業団の福祉事業所が４か所、出張所が１か所と

なっています。これらの事業所等にも労働者協

同組合法に関する周知を行っていて、組織変更

などや設立の相談があれば同様に支援を行って

いきます。 
加来先端技術挑戦課長 次世代空モビリティ産

業促進事業費に係る御質問にお答えします。 
 この事業は、今後成長が期待される次世代空

モビリティ産業の振興を図り、参入に挑戦しよ

うとする県内企業を支援するものです。生産に

関する部分では、次世代空モビリティに関する

技術や製品の研究開発を対象に、補助上限１千

万円、補助率３分２で支援することとしていま

す。こうした支援を行うことで、県内企業が新

たな産業へ進出することを後押ししていきます。 
御質疑の協定についてですが、現時点では支援

対象企業と協定等を結ぶことまでは要件として

いませんが、将来的には県内に関連生産拠点の

立地が進むよう、しっかり取組を進めていきた

いと考えています。 
木田委員 労働者協同組合法については、なか

なかまだ御存じでない方が多いと思うので、是

非周知を図っていただきたいと思います。今、

大手の団体も福祉の関係で、ひきこもりの方と

か農福連携に寄り添って活動されている方もい

るので、是非そういったところにサポートをい

ただきたいと思います。また、ＮＰＯ法人と違

ってちょっと違う新しい働き方が実現できる経

営形態だと思うので、そういったところも是非

お知らせいただきたいと思います。 
 空飛ぶ車ですが、今６００億円ぐらいの規模

が将来１８０兆円ぐらいまでの市場になると言

われているので、しっかりと書面を交わしてほ

しい。せっかく手塩にかけて育んだ大分の技術

が外に流出しては大変もったいないというか、

県の利益になりません。ちゃんと最終的に大分

県で工場ができて、空飛ぶ車生産量日本一を目

指す思いで、是非書面でしっかり交わして確約

を取り付ける。そこは必ず対応いただきたいと

思うので、よろしくお願いします。 
佐藤委員 ３点についてです。 
 １点目、７４ページの工場適地確保に関する

委託、それから工業団地開発推進事業について、

事業内容についてはさきほど部長の説明でもよ

く分かったので１点だけ。特に、市町村と共に

工業団地を開発していくということですが、現

時点で新年度の分については既に想定があるの

か、今から手を挙げても大丈夫なのかお聞きし

ます。 
 それから８８ページ、外国人労働者受入対策

強化事業費についてです。外国人材の就業環境

等整備促進補助の要件ですが、これは新年度に

おいてもこれまでどおりなのか。特に、外国人

の住まいの問題が大変難しくなっている状況が

あるので、そういった要件緩和はできないのか

お聞きします。 
 もう一点、９６ページ。観光の関係ですが、

以前から瀬戸内、芸術の関係とか、特に県人会

が活発な広島県との連携は市町村でもありまし

たが、せとうちエリア連携誘客事業の内容を教

えてください。それと、やまなみ連携事業につ

いてもお願いします。 
足立企業立地推進課長 工業団地開発推進事業

についてお答えします。 
 市町村の想定、それから、今から手を挙げて

間に合うのかについてです。結論から言うと間

に合うので、是非行っていただければと思って

います。少し補足すると今年度、県が適地の候

補地を特定する調査事業を行っています。これ
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を、今年度中に各市町村に提示して来年度、市

町村からのこの適地以外の用地の情報も加えて、

その中から詳細に調査をする工業用地の確保と

候補地の選定をしていく予定にしています。 
是非、そのタイミングで各市町村の皆様には

候補地を提案していただければと思います。 
伊達雇用労働政策課長 外国人労働者受入対策

強化事業についてお答えします。 
 本補助事業は、企業等が外国人材を雇用する

際の住居確保やコミュニケーションなどの困り

事への対応を県が支援することで、円滑な受入

れと定着を図るものです。令和６年度の補助事

業の要件や対象等については、企業のニーズを

踏まえ、また、財源として活用している国の交

付金の要件等と整合を図りつつ検討していきま

す。特に住居確保について、外国人材は国内に

生活拠点がなく、直接民間アパートを借りるこ

とも困難な状況にあることから、技能実習制度

運用要領では企業等受入側が住居を確保するこ

ととされています。保有する住居の改修のほか、

賃貸住宅やアパート等であっても家主の許可を

得た上で実施する改修等については、補助の対

象としています。 
 なお、家賃支援については外国人以外の労働

者との均衡待遇など、受入企業の給与体系など

にも影響が及ぶことが考えられるので、慎重な

検討が必要と考えています。引き続き、外国人

材から選ばれ安心して働いてもらえるよう、必

要な支援に取り組んでいきます。 
安田観光誘致促進室長 広域ツーリズム推進事

業のうち、せとうちエリア連携誘客事業及びや

まなみ連携事業について内容を説明します。 
 これまで国内誘客における広域連携では、本

県と長崎県、熊本県との九州横断３県による連

携や、宮崎県との東九州連携による広域観光の

促進を図ってきました。来年度はデスティネー

ションキャンペーンの開催年の効果をいかしつ

つ、さらなる人の流れを生み出すため新たな連

携誘客に取り組んでいきたいと考えています。 
まず、やまなみ連携事業についてですが、や

まなみハイウェイの開通６０周年やツール・ド

・九州２０２４を契機に、やまなみ沿線の認知

度向上と誘客を促進するため、熊本県と連携し

た広域周遊の促進を図るものです。具体的には、

やまなみハイウェイ沿線の魅力をより一層発信

するための沿線観光情報の発信、そして既存イ

ベントと連動した集客イベント等を実施してい

きます。また、車でないと移動がなかなか難し

いエリアになるので、そこについては現在、移

動手段として期待できる九州横断バスが走って

いるのでそういったものの利用促進や、福岡や

関西エリアでの連携プロモーションを実施して

いきたいと考えています。せとうちエリア連携

誘客事業については、フェリー航路等を通じて

昔から密接な関係にある愛媛県や山口県、広島

県等、西瀬戸地域との連携を促進するものです。

来年度、まずはコロナ後の相互交流を促進して、

人流を拡大することが重要であると考えていま

す。そのため、愛媛県や山口県でのサッカーＪ

２の試合や、広島県ではプロ野球の交流イベン

ト、メディア等を活用したプロモーションを行

っていきたいと考えています。また、せとうち

連携としては他の事業においても愛媛県や山口

県等を周遊するサイクルコースの設定や、イン

バウンドの誘客においては瀬戸内地域自体がイ

ンバウンドにもかなりメジャーになっているの

で、そういう意味で広島県も含めたせとうちＤ

ＭＯとも連携しながらプロモーションを実施し、

瀬戸内地域との連携を強化していきたいと考え

ています。 
佐藤委員 ありがとうございました。工業団地

の関係は、誘致の実績もどんどん上がっており、

今後は用地が必要になってくると思うので、是

非ともよろしくお願いします。 
 それから、外国人の関係はさきほども言いま

したが、やはり住居の関係はかなり今、大きな

問題になっているので、是非ともまた要件につ

いて、いろいろと話をお願いします。 
 そして観光の関係は、誘客の拡大ということ

で国内を活発化させていくことが必要と思って

いるので、是非とも頑張っていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 
守永委員 二つの事業についてお尋ねします。 
 まず一つが、予算概要書３９ページの技術・
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製品開発事業費です。中小企業の商品力を高め

るために産業科学技術センターと連携した新商

品の開発などを支援するとして商品化プロデュ

ース事業を掲げています。当初予算の計上段階

で連携する中小企業や商品のジャンルなどが決

まっていると思います。公的な場での発言は難

しいかもしれませんが、具体的にジャンルなり

取組件数などを教えてください。 
 もう一つが、予算概要書８０ページの労働講

座等教育費についてです。毎回これはお願いし

ていますが、労働講座・出前講座について、企

業や学校からの引き合いはどのような状況か教

えてください。特に、普通科高校では労働関係

法令を学ぶ機会が少ないのではないかと危惧し

ているので、積極的に受け入れてもらえるよう

取り組んでいただきたいと思いますが、どのよ

うにお考えか教えてください。 
金子工業振興課長 まず、予算概要書３９ペー

ジにある技術・製品開発事業費の商品化プロデ

ュース支援事業についてです。この事業につい

ては県内の中小企業、小規模事業者が取り組む

新商品の開発に関して、その企画から設計、試

作加工まで産業科学技術センターの製品開発支

援担当とか食品産業担当の職員、それから外部

のアドバイザーとしてデザイナーやマーケティ

ング等の専門家が支援対象の企業ごとにプロジ

ェクトチームを組み、伴走型で支援対応をして

いるものです。 
 御質疑の連携企業、いわゆる採択企業ですが、

現時点で決めてはいないので、予算を認めてい

ただければその後、広く事業者の募集を開始す

る予定としています。また、開発する商品のジ

ャンルについても特段の指定はしていないので、

県内企業の開発ニーズに幅広く対応しています。

来年度の採択件数については、これまでの支援

実績も踏まえて４件程度を予定しています。 
伊達雇用労働政策課長 労働講座等教育費につ

いてお答えします。 
 企業や団体などの求めに応じ、長時間労働や

ハラスメント対策といった労働関係法令、トピ

ックス等を分かりやすく解説する出前講座につ

いては今年度１７回実施し、６３９人が受講し

ています。また、高等学校での出前講座につい

ては働く上で必要なワークルールに関する講座

を３７校で５２回開催し、４，１６４人が受講

しました。このうち、普通科単独校については、

１０校で１３回開催し、９１５人が受講してい

ます。前年度と比べると大分豊府、鶴崎、杵築、

高田の４校が増え、受講者全体数も５１３人増

えています。今後とも教育庁と連携し、県立学

校長会議や普通科高校への訪問等を通じ、出前

講座の開催についてしっかり働きかけていきま

す。 
 そのほか、労働者や使用者を対象とした労働

講座の実施状況については１２月に職場のハラ

スメント対策セミナーを開催し、オンラインを

含め１６３人が参加しています。また、２月に

は２０２４年問題を前に押さえておきたい労働

法のポイントと題して労働講座を開催し、オン

ラインを含め１２９人が参加しています。 
守永委員 商品化プロデュース事業については、

年度当初に募集をかけて応募に応じるというこ

とで分かりました。４件程度の見込みとのこと

ですが、予算的に多くの企業から応募があった

ときにどう対処するのか。その部分は予算では

ないから心配する必要はないのかもしれません

が、例えば今年の応募については全体的に応じ

切れているのか教えてください。 
 それと労働講座について、普通科も含めて増

えているのは非常にいいことだと思うので、積

極的に来年も頑張ってください。よろしくお願

いします。 
金子工業振興課長 応募件数については、年度

ごとに多い少ないがあるわけですが、おおむね

１０件から２０件の申請が上がっていると聞い

ています。選定評価委員会を開催して、申請を

いただいた中から選定をしていくわけですが、

申込みをいただいた全ての企業に対してこの事

業で対応するのではなく、そもそも産業科学技

術センターの職員の知見でもって対処できる部

分も随分あると聞いているし、また他の補助事

業も結構使えたりするので、そういった工夫を

しながら、ある程度の対応はできていると聞い

ています。 
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守永委員 ありがとうございます。よく分かり

ました。決算なり実績のときにそういう話を聞

いたので、どういう内容の応募があったのか。

また、この事業としてではなくセンターとして

どう受けたのかが知りたかったので、その辺は

気をつけて管理していただければと思います。

よろしくお願いします。 
後藤委員 ７４ページの件はさきほど佐藤委員

も聞きましたが、私はその上で聞きたいのが今、

九州の東の玄関口ということで大分県、特に大

分市などは工業用地が不足しています。 
私が聞く限りでは、例えば必要なスクラップ

ヤードや物流倉庫がないとか、資材置場の規模

が小さいといったことをお聞きします。特に準

工業地域なんかが少ないから、そういったとこ

ろを用途地域としてどこか設定するぐらいのこ

とやった方が、例えば１００坪や２００坪でそ

ういった工業用地が欲しいという方がなかなか

買えない現状が続いています。そういったニー

ズの把握はしているのかなとずっと気になって

いました。 
 というのも、例えば宅地建物取引業協会とか

全日本不動産協会とかに行ったらそういった声

や、どんな業種のどんな方がそういった土地を

探しているのかという話も出てきます。やはり、

これだけ道路網を整備しようとする中で、東九

州道も中九州道も整備しているからもう少し最

適な用地があると思っていて、そういったこと

を課としてというか部としてニーズを把握して

いるのか、その辺をお答えください。 
足立企業立地推進課長 工業団地開発事業に関

して、物流関係の需要についてお答えします。 
 県においても、原材料等のストックヤードや

製品の保管庫等の需要増は認識していて、令和

５年８月には産業立地促進補助金の補助対象業

種に、従来の製造業だけではなく物流業務も追

加しました。産業用地の整備加速化の取組にお

いても、物流業の立地も考慮した上で用地開発

を進めていきます。また、それ以外の用地の確

保について今回、各市町を訪問して適地調査を

行っていますが、さらに詳細に進めるにあたり、

未利用農地とか産業用地として利用可能な土地

がないかとか、幅広く意見交換をしています。

特に、大分市については先日、知事と市長によ

る政策協議を行って、用地確保について県市連

携の重要性を改めて認識したところです。加え

て、用地調査以外に来年度予定しているのが、

空き物件の調査を宅建業界様等の力を借りなが

らやっていくことも想定しているので、しっか

り確保を進めていきたいと思っています。 
後藤委員 工業用地というとやっぱり様々なも

のがあると思うんですよ。例えば、食品加工業

なども海を使って、これがコンテナで輸送しよ

うとすれば冷凍の技術がいる。そういったとこ

ろの工場立地をどうするのかということもある

から、様々な分野の様々なニーズを聞いて、是

非大分県にそういった企業が集まるように。人

についてもそうですが、さきほどから特定技能

の話も出ていますが、そういったところが大分

県はやりやすいんだと、是非これからも進めて

いただきたいと思います。 
穴見委員 ３８ページ、おおいたＬＳＩクラス

ター構想推進事業費に関してですが、２００５

年にこのＬＳＩクラスター形成推進会議が創設

されました。ＴＳＭＣの関係を含め、半導体関

連産業が活発化している今こそ、この形成会議

の意義が問われている状況かと思います。本県

の半導体産業の推進をさらに進めていく、活性

化させていく上で非常に重要な役割を担ってこ

ようかと思いますが、この構想の具体的な取組

状況や力を入れている部分等を含めてお聞かせ

ください。 
金子工業振興課長 おおいたＬＳＩ形成推進会

議ですが、この組織については全国に先駆けて

平成１７年に発足した産学官連携の枠組みです。

大手進出企業と地元の地場企業の集積をいかし

て品質、コスト、納期において競争力を有する

半導体生産拠点を目指して、一つは研究開発、

二つが人材育成、三つが販路開拓、四つが企業

間交流、この四つを柱に取組が進められていま

す。来年度もこの四つの柱、この枠組みの中で

執行段階でのさらなる工夫も含め、企業ニーズ

を踏まえた活動が計画されており、昨日、理事

会がありましたが、そこでも議論されました。 
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 まず、一つ目の研究開発ですが、新たな製品

開発に対する補助事業を実施するほか、企業と

大学等の研究開発を支援する予定としています。 
二つ目の人材育成に関しては、リスキリング

の観点から企業会設立当初から実施をしている

新任技術者向けの半導体基礎講座、中堅者を対

象とした技術者塾、経営層向けの事業創出セミ

ナーといった段階に応じた研修機会を提供する

ことにしています。また、新たな人材確保のた

め、今年度から大分大学とか大分工業高等専門

学校、大分工業高校に企業の現役技術者が出向

いて講義する試みをやっています。そうした授

業の形態については、学生の評価も高く、企業

も企業研究にもなるという声をいただいている

ので、これは来年度も継続の予定としています。 
三つ目の販路開拓に関しては、平成２５年か

ら相互交流を続けている台湾企業とのビジネス

交流とか、国内ＳＥＭＩＣＯＮ ＪＡＰＡＮ等

の展示商談会への出展支援を実施する予定です。

なお、４月１８日には大分市内において台湾企

業との商談会、交流会を予定しています。四つ

目の企業間交流ですが、経営層の皆様が半導体

を取り巻く最新動向を把握していただくための

トップセミナーを年３回予定しています。 
ＬＳＩ形成推進会議においては、平成３１年

に会員企業のうち２７社の間で災害時の応援協

定を締結していますが、本年２月にはこれを県

外に広げて体制を強化しようと、従前より交流

関係にある岩手県の企業会等の間で連携協定を

締結しました。こうした岩手県、大分県の企業

会同士の取組を県としても下支えしていこうと、

岩手県と大分県、県同士の半導体振興に関する

連携協定もあわせて締結をしました。この大分

県ＬＳＩクラスター形成推進会議では、非常に

先進的な取組を進めていて、他の地域の企業会

活動とか、九州全体の産学官連携組織である九

州半導体人材育成等コンソーシアムがあります

が、その取組モデルにもなっています。 
引き続き、企業ニーズを踏まえた活動が十二

分に展開できるよう、そして、これが県内半導

体関連企業の持続的な発展につながるように、

県としても財政面を含め支援していきます。 

穴見委員 答弁があったとおり、２００５年か

ら先駆けて進めてきたということで、ある意味

一日の長だなと思っています。一般質問でも申

しましたが、このＴＳＭＣ関係のチャンスを逃

さないように引き続き進めていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 
中野委員 さきほど佐藤委員、後藤委員から質

疑があった予算概要書７４ページの工業団地開

発推進事業費について質疑します。 
 冒頭の部長の説明、各委員の質疑で項目とか

補助率の関係については大体内容は分かりまし

た。ここで１点お聞きしたいのが、さきほど佐

藤委員の質疑の中で、これからの手挙げでも間

に合うといった話でしたが、今回計上された１

０億円余りの予算のうち、例えばこの自治体の

この工業団地といった形で、具体的に事業を予

定している分があれば、その予算額と概要につ

いてお願いします。 
足立企業立地推進課長 工業団地開発推進事業

に関して、現在想定されている工業団地の補助

についてお答えします。一つ目は、日田市石井

工業団地の排水ポンプ整備があり８７２万８千

円を予定しています。もう一つが、中津市内の

工業用地における地質調査等の費用に４８４万

３千円を計上しています。 
中野委員 玖珠の工業団地の第 1 工区と、さき

ほど話のあった日田市の石井工業団地について

は債務負担行為が設定されているかと思います。

議案書の１８ページ及び予算に関する説明書の

３２３ページを拝見すると、日田市の方は今回

新たな設定ということで、令和６年度から２か

年で６千万円を限度として設定しているようで

す。この具体的な事業内容と、令和６年度、７

年度、それぞれどんな内容を予定しているのか

伺います。 
足立企業立地推進課長 日田市の債務負担行為

６千万円についてです。これは、さきほど御説

明した日田市の石井工業団地の分ですが、令和

６年度から令和７年度にかけて整備しているも

のに対する県の補助金を設定しているものです。

本年度は詳細設計をすると聞いていますが、令

和７年度についてはその設計の状況によって実
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際の建設を行うものと想定しています。 
麻生委員 ９６ページのインバウンド推進事業

費に関連して、カルチャーツーリズムの観点か

ら質疑します。 
 ２月１１日日曜日のＮＩＫＫＥＩ Ｔｈｅ Ｓ
ＴＹＬＥの記事は皆さん御承知のとおりと思い

ますが、かまくら春秋社の伊藤社長が大友宗麟

が派遣した天正遣欧少年使節団の功績や役割を

検証する書籍発行や映像化のプロジェクトを進

めているというものでした。この記事に私も釘

付けになり、いわゆるカルチャーツーリズムを

含めて、きっと大分県が連携を図って取り組ん

でいるのだろうと、褒めてやらないといかんな

と思っていろいろ調べました。 
 この伊藤社長の取組として、大阪・関西万博

においてポルトガル館で天正遣欧少年使節団―

―伊東マンショをはじめとする４人の映像紹介

が行われるから、これはしめたものだと。大分

はこれをいかさない手はないなと痛感した次第

です。ところが、十分連携が取れている、ある

いはサポートできているかというと、大分市に

も確認しましたが、残念ながら緊縮財政下でお

断りしたという回答もあってね、これは残念な

ことだと。今からでも総合地域活性化補助金と

かでサポートして一緒にやることができないか

と問合せもしましたが、既に事業が進んでいる

からなかなか難しいという回答も返っています。 
 しかし、こういったものを活用して誘客して

いくことも可能ではないかなと。デスティネー

ションキャンペーンや農山漁村のツーリズム、

アドベンチャーツーリズム、サイクルツーリズ

ム、サスティナブル・ガストロノミーとか酒蔵

といった言葉もあり、カルチャーツーリズムに

ついては一時期は出ていましたが、どこにも予

算項目、費目、説明にも出ていないので、もっ

とこういったものの連携を図って、こうした動

向を大阪・関西万博の機会をいかして誘客につ

なげることを提言したいと思いますが、そうい

った視点についての考えを伺います。 
安田観光誘致促進室長 カルチャーツーリズム

の関係等を踏まえた万博をいかしたインバウン

ドの誘客についてお答えします。 

 カルチャーツーリズム自体は芸術文化スポー

ツ振興課でいろんな取組もしていますが、観光

でもしっかり連携していきたいと思っています。

これまで、こういったインバウンドの誘客につ

いて、特に消費高が期待される欧米、豪からの

旅行者は知的好奇心が強く、観光スポットを訪

れるだけではなく、委員が御指摘のように文化

や歴史、そういった部分のストーリーを大切に

する傾向があります。本県では大阪・関西万博

に向けた誘客を視野に入れて、今年度から農業

とか漁業とかの体験活動をコンテンツにしなが

ら、そのほか地域の食文化とか自然に触れる部

分、アドベンチャーツーリズムも含めてですが、

そういった部分を取り入れながら、コンテンツ

の掘り起こしに取り組んでいます。 
 御指摘の大友宗麟をはじめとするこういった

南蛮文化についても、これまで大分市も含めて

いろんな取組がされていますが、歴史や文化を

語るのは非常に貴重な観光コンテンツの一つに

なると思っています。そういう意味で、現在も

設置していますが、各国の地域に設置している

戦略パートナーの意見も踏まえて、現地の状況

等を確認しながら市場ニーズやタイムリーな情

報も踏まえて聞き取っていきながら、いろんな

活用にも検討していきたいと考えています。 
 特に今回、大阪・関西万博については、外国

からの来場者が３５０万人という想定もあり、

さきほど瀬戸内の方ともしっかり連携していき

たいという話をしましたが、いろんな芸術文化、

アートも含めてですが、そういった部分を取り

込んで一緒にやっていきたいと。そういう意味

で瀬戸内側と連携を強めていきたいという思い

もあります。万博では、いろんな地域の観光コ

ンテンツとかを販売する専用のサイトが設けら

れ、４月４日から販売開始となります。そうい

うところでもいろんな文化、カルチャーツーリ

ズム関係も県内で、県内観光協会も含めて何か

取組はないかと照会をかけたりと、そのサイト

に載せられるように働きかけをしています。今

後、またそういった取組を進めるとともに、カ

ルチャーツーリズムをいかした県内周遊を進め

ていければとは思っています。 
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 今回、委員がおっしゃるとおり、万博ではポ

ルトガルがパビリオンを出すとも伺っています。

海洋がテーマだと伺っていますが、そういった

部分で県としても関係性があるのか注視しなが

ら動いていきたいと思っています。 
麻生委員 カルチャーツーリズムという点では、

観光局長はＯＰＡＭでのキャリアも積んでいる

ので、是非こういった視点、力を入れてほしい

と思います。早速、ポルトガル総領事館とも連

携を図って、このかまくら春秋社の伊藤社長の

取組等をうまく取り込んでＰＲしていただけれ

ばと思います。 
 情報提供ですが、この４月から日本文教出版

が発行する小学社会の６年生の教科書に、キリ

シタン大名大友宗麟に関する半ページのコラム

が掲載されます。また、５月か６月頃にＮＨＫ

の歴史番組では大友宗麟に焦点があたるそうで

す。県議会の取組が評価されてそういった部分

も出てきたのかなと思うし、また、ＮＨＫの英

雄たちの選択という番組で、ドイツのノイシュ

ヴァンシュタイン城のシェーンボルン伯爵コレ

クションの１作、ヴァン・ダイクの絵画である

大友宗麟に拝見する聖フランシスコ・ザビエル

が紹介されていました。こういった部分を種と

するとか、観光誘客にいいものがたくさんある

わけで、これは大阪・関西万博を契機として取

り組んでいく必要があるのではないかなと。も

う少し準備時間もあるので、是非こういった部

分を調査研究しながら、こういった絵画もＯＰ

ＡＭに持ってきて、聖地巡礼とかも含めて取り

組んでいただくことをお願いします。 
 先日、永遠の都ローマ展のため福岡市美術館

へ行きましたが、やはりああいうのに行くとカ

ピトリーノ美術館ですか、こういったところに

行ってみたくなるわけで、是非ＯＰＡＭに来て

みたいとか、あるいは大分へ聖地巡礼に行って

みたいと思える仕掛けが不可欠だと思うので、

そのことをお願いしておきます。 
阿部（長）副委員長 以上で、事前通告者の質

疑を終了しました。 
 ほかに御質疑のある方は、挙手をお願いしま

す。 

今吉委員 １点だけ、５８ページの宇宙関連産

業創出事業費ですか、大分空港。ヴァージン・

オービットが破産ということで今、県は動いて

いますが、具体的に水平型の実現はいつ頃にな

るんですか。国東高校もＳＰＡＣＥコースをつ

くったし、大分空港も利用がかなり増えるとい

う期待感もあってホーバーが就航しますが、少

しは進んでいるのか、具体的によろしくお願い

します。 
加来先端技術挑戦課長 宇宙港実現の時期につ

いてお答えします。 
 宇宙港の実現については、令和４年の夏にシ

エラ・スペースの幹部が県に来たときに、早け

れば２０２６年にという話がありました。ただ、

そのときに日本国内の規制や法律等の調整があ

るので、ここが整わなければ２０２６年からは

当然下がってくるだろうと。はっきりとした時

期はまだ示されていません。一つの目安として、

早ければ２０２６年ということです。 
 実際にどのような形でという点ですが、今年、

大分県にもそれが降りてくるのではないかと言

われているシエラ・スペースのドリームチェイ

サーという機体が完成して今、ＮＡＳＡで試験

を受けています。早ければではなく、これは年

内にアメリカで打ち上げる予定となっており、

まずはそのアメリカでの打ち上げと、あとは期

間をどういった形でオペレーションするのかを

注視しています。 
今吉委員 ありがとうございます。では、２０

２６年の実現に向かっていくということですね。 
あと、ヴァージン・オービットのときはアジア

で初めての水平型という言い方をしていました

が、これもやはり水平型ですか。僕が聞いたの

は、着陸をするのが水平ではないかという話や

こっちからは飛ばないという話を聞きましたが、

そこはどうでしょうか。 
加来先端技術挑戦課長 時期については早けれ

ば２０２６年なので、繰り返しになりますが、

法や規制の調整があるので、今の時点でははっ

きりとしたことは申し上げられません。 
 また、ヴァージン・オービットのときは委員

御指摘のとおり、大分空港から大型の旅客機に
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装着させた形で上空まで行って切り離して打ち

上げる形を想定していましたが、今回のシエラ

・スペースは打ち上げではなくて降りてくる方、

着陸です。水平型という意味では同じですが、

要は打ち上げか着陸かという点で違います。 
今吉委員 結局、具体的に見えないと。県内企

業だってどう対応していいか分からないでしょ

うし、国東高校のＳＰＡＣＥコースだって、具

体的なものがないと進めないと思うんですよ。

だから、なるべく早めに先の方向性を出してほ

しいなと思うのでよろしくお願いします。やは

り大分空港もかなり期待しているでしょうし、

これがうまくいかないとホーバーだって大変か

なと思うのでね、是非よろしくお願いします。 
加来先端技術挑戦長課長 おっしゃるように、

私どもも一日も早い実現に向けて頑張っている

ので、まずはさきほど言った年内のアメリカで

のオペレーションをきちんと見た上で、それを

分析して取組を進めていきます。 
志村委員 さきほどの麻生委員の関連ですが昨

年、オランダの大阪総領事が来ました。毎年４

月１９日にはリーフデ号の献花式をやりますが

今回、大阪・関西万博においてオランダ館でリ

ーフデ号を紹介するという明言がありました。

ここら辺も是非、いかしていただければいいか

なと思いますが、このことについて何か動きは

ありますか。 
安田観光誘致促進室長 万博関連について、基

本的には国内客よりもインバウンドをいかにこ

ちらまで引っ張ってくるのかが課題だと思って

います。さきほどのポルトガルも、オランダの

関係もそうですが、パビリオンの関係はどうい

う状況で中身がどうなるのか、まだ各国で動い

ているので、そういった情報はしっかり取って

いきます。 
あと、やはりコロナ後に、日本に来る外国人

の訪日客数も見ながら、まずはどこを攻めてい

こうかと。さきほど申した戦略パートナーも欧

米、豪については既にパートナーの募集をかけ

ていますが、やはり、ふだんからある程度来日

している地域をまずは重点的に攻めていくこと

と、大分県にゆかりがある国・地域にも、今回

の万博をいかしていろんな交流等が進んでいけ

ればと思っているので、そこはしっかりいろん

な動きを注視していきたいと考えています。 
志村委員 いかしていただきたいと思っている

し、毎年の４月１９日、今年も献花祭があるの

で是非県に御案内したいと思っています。どな

たにお見えいただくか、部長を含めて協議して

もらえませんか。案内を出してもらうようにし

たいと思っています。オランダの領事、あるい

はウィリアム・アダムスはイギリス人なのでイ

ギリスの総領事もお見えになるかもしれません。

いずれにしても、門戸が開くと思うので、是非

御案内したいと思っています。ちょっと部内で

協議してください。そして、どなたがいいか御

連絡ください。よろしくお願いします。 
阿部（長）副委員長 ほかに御質疑はありませ

んか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
阿部（長）副委員長 ほかに質疑もないので、

これをもって商工観光労働部関係予算に対する

質疑を終わります。 
 以上で、本日の審査日程は終わりました。 
 次会は、明１５日午前１０時から本議場で開

きます。 
 これをもって、本日の委員会を終わります。 


